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は じ め に 

 

このマニュアルは都道府県、市区町村が「地球温暖化対策の推進に関する法律」を策定

する際に、策定の手順や策定の内容について参照することを目的に作成したものである。

地球温暖化対策地域推進計画は「地球温暖化対策の推進に関する法律」第二十条で規定さ

れる以下の条文に基づき、地方公共団体での策定が法的に求められているものである。 

 

「都道府県及び市町村は、京都議定書目標達成計画を勘案し、その区域の自然的社会的

条件に応じて、温室効果ガスの排出の抑制等のための総合的かつ計画的な施策を策定し、

及び実施するように努めるものとする。」 

 

このため、環境省では平成 5 年 8 月に「地球温暖化対策地域推進計画策定ガイドライン」

を初めて作成、公表し、地方公共団体での地球温暖化対策推進に係るマスタープラン策定

を促進してきた。その後の政策上の環境変化や、京都議定書で定める第一約束期間（2008

年から 2012 年）を目前に控え、対策実施に急務性、確実性が求められていることを踏まえ、

「地球温暖化対策地域推進計画策定ガイドライン（第３版）」として取りまとめたものであ

る。 

 

地球温暖化対策地域推進計画の策定状況については、都道府県、政令指定都市ではほぼ

策定が完了するとともに、計画の見直し、再策定に着手する地方公共団体も出てきている。

一方、市区町村のレベルでは相当程度の地方公共団体が未策定となっており、地域に根ざ

した基礎自治体の立場から、地球温暖化対策を実践するためには一刻も早い策定が望まれ

るところである。本ガイドラインを活用頂き、積極的な取組みに期待するところである。 

 

最後に、本ガイドラインの策定にあたっては有識者、関連団体等からなる検討委員会を

設置し、審議を行った。検討委員会座長、委員をはじめ、本ガイドライン作成のためご協

力頂いた関係各位に謝意を表する。 

 

平成１９年３月 

環境省地球環境局 

地球温暖化対策課 

 
記述予定 

（環境省総合環境政策局、地球環境局として記述） 
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 (i) 

マニュアル利用の手引き 
 

 

 

 平成 20 年 6 月に改正された地球温暖化対策の推進に関する法律（平成 10 年法律第 117

号。以下「法」という。）において、都道府県並びに指定都市、中核市及び特例市（指定都

市等）の地方公共団体に対し、現行の地方公共団体実行計画を拡充し、従来の地域推進計

画に相当する区域全体の自然的社会的条件に応じた施策について盛り込むことが義務付け

られました。また、法では、この新しい地方公共団体実行計画（以下「新実行計画（区域

施策）」という。）と、都市計画や農業振興地域整備計画等の関連施策との連携を図ること

も求められることとなりました。 

 さらに、低炭素社会づくり行動計画（平成 20 年 7 月閣議決定）において、2050 年の長期

目標として、現状から 60～80％削減を行うことが我が国の目標とされ、国の取組だけでな

く、地方公共団体の積極的な取組も益々重要性を増してきています。 

 他方、これまで環境省では、地域の温室効果ガスの排出抑制等のための施策を推進し、

特に中小規模の市区町村の計画策定を促すため、「地域推進計画ガイドライン」（第 3 版）（以

下「ガイドライン第 3 版」という。）において、現状把握、将来推計の手続を簡素化したも

のを提示していましたが、積極的に取り組む地方公共団体にとっては、対策効果が把握し

にくいという反省点がありました。 

 これらの状況を踏まえ、ガイドライン第 3 版を全面的に見直し、新実行計画（区域政策）

マニュアル第 1 版として、以下を重点的に盛り込みました。 

 特に、市区町村レベルの対策効果の把握を図るため、現況推計の精度を向上 

 計画期間について、2012 年までの京都議定書第 1 約束期間に加え 2050 年長期目標

を視野 

 長期目標を踏まえ、2020年から 2030年までの中期を前提とした計画の立案方法（目

標の設定方法、将来推計の手法、対策・施策立案の基本的考え方等） 

義務付け 今回義務付けされた都道府県及び指定都市等以外の市区町村（以下「その他市

区町村」という。）においては、法改正前と同様に、法により計画策定の努力義務が定めら

れています（法第 20 条第 2 項）。しかし担当者数が限られているなどの事情を考慮し、必

ずしも温室効果ガス排出量の定量評価を必須としないなど、新実行計画（区域施策）とし

て最低限具備すべき内容を明記し、計画策定自体が目的化しないよう配慮しました。 

 なお、区域全体の温室効果ガスの排出抑制等のための計画は、これまで「地球温暖化対

策地域推進計画」の名で浸透していましたが、今回の法改正を機に、「地球温暖化対策地方

公共団体実行計画（区域施策編）」（略称「新実行計画（区域施策）」）とし、従前の地方公

共団体実行計画については、「地球温暖化対策地方公共団体実行計画（事務事業編）」（略称

「新実行計画（事務事業）」とすることとします。 

（１）策定のポイント、狙い 



 (ii) 

 

※本マニュアルの性格 

 新実行計画（区域施策）の策定・実施は、自治事務として各地方公共団体の判断に基づ

き、その責任の下で行われます。本マニュアルは、その各地方公共団体の判断として参考

となる事項を記した、地方自治法第２４５条の４の規定に基づき行う技術的な助言の性格

を有するものです。 

 国としては、本マニュアルについて、各地方公共団体が、地球温暖化対策を推進する上

で、また、その地域の実情をかんがみ、内容が合理的と判断されるならば、新実行計画（区

域施策）の策定・実施の各段階において、活用していただきたいと考えています。 

 

 

 

 

 

 次頁以降には、実行計画策定の手順フローを提示しました。 

（２）計画策定の手順フロー 



 (iii) 

実行計画策定の手順フロー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● 目標設定（第３章１節） 
   

● 実行計画策定の背景、意義の整理（第１章） 

● 温室効果ガス排出量の現況推計（第２章） 
・基準年（1990 年、ただし、HFCs、PFCs 及び SF6 については 1995 年） 
・最新年 
  ※1 基準年は最新年としても構わない。 
  ※2 推計手法は、原則として、都道府県、指定都市等は積み上げ

法、その他の市区町村は按分法とするが、より詳細な独自の

推計手法を採用することも可能。

・温室効果ガス排出量の要因分析（→2．5 節参照） 
  ※ エネルギー起源 CO2を主たる対象とすること。 

● 将来推計（第３章２節、３節） 

● 対策・施策の立案 

（第４章）

※ 義務的記載事項４項目それぞれ 

 について対策・施策を立案 
 ・再生可能エネルギーの利用促進

  ・区域の事業者・住民の活動促進

  ・地域環境の整備及び改善 
  ・循環型社会の形成 
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・既存の類似計画、上位計画の

レビュー 
・（都道府県の場合）域内の市区

町村の実行計画計画策定状況

確認と役割分担の認識 

相互参照

により目

標達成に

必要な施

策を検証

※その他市区町村は任意

・短期目標の設定（2012 年）：フォアキャストによる 

・長期目標の設定（2050 年）：バックキャストによる 

・長期目標から定めた中期目標レベルの設定 

・中期目標（野心的かつ実行可能）の設定（2020～2030 年） 

※ 実削減目標＋対策効果目標 

・中期における現状趨勢ケース ・対策ケース 

※野心的かつ実行可能な削減量

の積み上げ 

比較

※点線で囲まれた部分は、その他市区町村は省略可能です。

※その他市区町村は任意

● 対策・施策総括表の作成 

（第５章） 
 
※ ロードマップを作成することが

望ましい 

・削減ポテンシャルを把握 
※地域の将来像把握の基礎 



 (iv) 

注１）本マニュアルの趣旨は、前述（１）に示したとおり、地方自治法第 245 条の 4 の規

定に基づく技術的な助言の性格を有しています。各章・各節等の冒頭にある二重四角

囲みの中に、法の趣旨から計画に記載すべきとされる事項を示し、他は、その記載事

項の内容を検討する上で参考となるような情報を掲載しました。 

 

注２）本マニュアルの語尾等の表現については、当該内容によるべきとする考え方に差異

があるため、その段階に応じ、次のような考え方で記述しています。 

 ① ～こととする。 

  法の趣旨に照らして、記述された内容が強く要請されると国が考えているもの。 

 ② ～推奨されます。～望まれます。 

  法の趣旨に照らして、記述された内容が想定されていると国が考えているもの。

なお、推奨の方がよりその意味合いは強いと考えています。 

③ ～考えられます。 

 記述された内容について、国が例示的に示したもの。 

 ④ ～可能です。 

  法の趣旨に照らして、記述された内容を国が否定するものではないもの。 

 

注３）本マニュアルは、法第 20 の 3 に定める地方公共団体実行計画のうち、区域の自然的

社会的条件に応じた施策の立案に資するものです。地方公共団体の事務・事業に係る

計画の策定には、以下を参照してください。 

「地方公共団体の事務及び事業に係る実行計画策定マニュアル」（平成 19 年 3 月） 

http://www.env.go.jp/earth/ondanka/sakutei_manual/index.html 

 

注４）本マニュアルは、地方公共団体における計画策定を支援するため必要となる情報を

整理したものであり、国際交渉の状況や国内動向により、今後も必要に応じて内容を

充実させていく予定です。 
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1． 実行計画策定の背景、意義 

 
1.1  地方公共団体実行計画策定の背景 
 
＜計画に記載すべき事項＞ 

 
 

＜参考情報＞ 

1.1.1 地球温暖化防止に関する国際動向 

地球温暖化防止に関する対策として国際的には、1992 年に国連気候変動枠組条約が採

択され、同年の国連環境開発会議（地球サミット）では、世界中の多くの国が署名を行

い、1994 年には条約が発効しました。また、これを受けて 1997 年には、地球温暖化防止

京都会議（COP3）が開催され、京都議定書が採択されました。この中で我が国について

は、温室効果ガスの総排出量を「2008 年から 2012 年」の第一約束期間に、1990 年レベ

ル（フロン等 3 ガスについては 1995 年）から 6％削減するとの目標が定められました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図 1.1-1 京都議定書の概要 

 地域において問題意識を共有するため、地球温暖化の現状や国際、国内の動向、地域特性

等を踏まえ、地域における地球温暖化対策に取り組む背景について記載します。 

第１章では、実行計画を策定するにあたって把握すべき地球温暖化防止に関する国際動向及

び国内の主な施策について解説します。また、実行計画の法的位置づけや、地方公共団体の役

割について整理し、都道府県、市区町村における現在の策定状況を紹介します。 

加えて、計画を実効性あるものとするためには、地域の地方公共団体、関係行政機関、関係地

方公共団体、事業者、市民等が連携して具体的な対策の立案と実施を進めることが重要であるた

め、地域連携のための枠組についても解説します。 

 対象となる温室効果ガス 
①二酸化炭素（CO2） 
②メタン（CH4） 
③一酸化二窒素（N2O） 
④ハイドロフルオロカーボン（HFC） 
⑤パーフルオロカーボン(PFC) 
⑥六フッ化硫黄(SF6)

削 減 目 標 
①基準年は 1990 年(HFC,PFC,SF6

は 1995 年とすることも可) 
②目標期間は、2008 年から 2012

年の５年間 
③削減目標は基準年に比較して 

日本▲６％、米国▲７％ 
ＥＵ▲８％など。 

 先進国（先進国－旧ソ連、東欧

を含む）全体で 5 2％の削減目標

吸収源（シンク）の取り扱い 
1990 年以降の新規の植林や土地利用の変

化に伴う CO2 の吸収排出を考慮する。 

柔軟的措置 国際的な協力･協調によって削減目標を達成するための手段 
排出量取引 

 関係国において、各国の数

値目標の一部を「排出量」と

して取引できる仕組み。 

共同実施 
 関係国において相互のプ

ロジェクトで得られた排出

削減量を関係国間で配分で

きる仕組み。 

クリーン開発メカニズム 
 関係国とそれ以外の国との

間のプロジェクトによる削減

量を一定の認証手続きを経て

配分できる仕組み。 
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 2007 年には、世界全体の排出量の半減を 2050 年までに実現することを全世界の共通目

標とする「美しい星 50（Cool Earth 50）」が宣言され、2008 年 1 月ダボス会議では、世界

の排出量を 10～20 年の間にピークアウトし、2050 年には少なくとも半減するという「ク

ールアース推進構想」が表明されました。 
同年 7 月の G8 洞爺湖サミットにおいても、2050 年までに世界全体の排出量を少なくと

も 50％削減するとの目標を気候変動枠組条約の締約国間で共有することで合意し、国際交

渉を続けています。 
 また、中期目標についても、政府は平成 21 年 6 月までに発表する予定です。 
 
1.1.2 地球温暖化防止に関する国内動向 

（１）概要 

国際的な動きを受けて、我が国では「地球温暖化対策の推進に関する法律」（以下、「法」

という。）が平成 10 年 10 月に公布され、平成 11 年 4 月に施行されました。法では、地球

温暖化対策への取組として、国、地方公共団体、事業者及び国民それぞれの責務を明らかに

するとともに、その後の改正を経て、国、地方公共団体の実行計画の策定、事業者による算

定報告公表制度など、各主体の取組を促進するための法的枠組を整備するものとなっていま

す。さらに、平成 20 年 6 月の法改正により、排出抑制指針の策定や、地方公共団体実行計

画の拡充、算定公表制度の対象拡大などが盛り込まれました。 

また、地球温暖化対策に関する具体的な取組については、京都議定書の発効を受けて、平

成 17 年 4 月に「京都議定書目標達成計画」（以下、「目標達成計画」という。）が定めら

れ、京都議定書で定められた基準年比 6％削減の目標達成に向けた基本的な方針が示される

と共に、温室効果ガスの排出削減、吸収等に関する具体的な対策、施策が示され、特に地方

公共団体に期待される事項も示されました。さらに平成 20 年 3 月の改定において、「集約

型・低炭素型都市構造の実現」などの追加対策が盛り込まれ、ますます地方公共団体の役割

が重要となってきています。 
さらに、国際的に世界の温室効果ガス排出量を 2050 年までに半減させることを提案して

いる日本の責任として、低炭素社会づくり行動計画（平成 20 年 7 月閣議決定）において 2050
年までに現状から 60～80％削減するという目標を定めました。太陽光発電の導入量の大幅

拡大や、排出量取引、税制改革などの施策が提案され、地方の特色をいかした低炭素型の都

市・地域づくりが位置づけられています。 
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（２）国の主な施策 

 

① 温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度（平成 18 年 4 月施行） 

事業者が自らの活動により排出される温室効果ガスの量を算定し、PDCA サイクルに基づ

いた自主的な取組みを促進することが狙い。制度では、「エネルギーの使用の合理化に関す

る法律（省エネ法）」の対象事業所及び一定以上（ガス別に CO2換算で年間 3,000 トン以上

の排出）の温室効果ガスの排出を行う事業者に対して排出量の算定と報告を義務付け、国は

報告に基づいて、企業、業種、都道府県毎に排出量を集計し、公表しています。平成 21 年

4 月からは、法改正により対象がフランチャイズチェーンまで拡大しました。 

 算定・報告・公表制度ウェブサイト：http://www.env.go.jp/earth/ghg-santeikohyo/ 

 
1.1.3 温室効果ガスの種類と我が国の排出実態 

人為的に発生する温室効果ガスとしては、燃料の燃焼に伴う CO2 の寄与が最も多くな

っていますが、それ以外にもさまざまな発生源から排出されています。 

 

表 1.1-1 温室効果ガスの種類 

ガス種類 人為的な発生源 主な対策＊ 
エネルギー起

源 CO2 
産業、民生、運輸部門などにおける燃料の燃

焼に伴うものが全温室効果ガスの 9 割程度を

占め、温暖化への影響が大きい。 

エネルギー利用効率の向上や

ライフスタイルの見直しなど 

非エネルギー

起源 CO2 
セメント製造、生石灰製造などの工業プロセ

スから主に発生。 
エコセメントの普及など 

メタン(CH4) 稲作、家畜の腸内発酵などの農業部門から出

るものが半分以上を占め、廃棄物の埋立てか

らも 2～3 割を占める。 

埋立量の削減など 

一酸化二窒素

(N2O) 
燃料の燃焼に伴うものや農業部門からの排出

がそれぞれ 3～4 割を占める。 
高温燃焼、触媒の改良など 

HFCs エアゾール製品の噴射剤、カーエアコンや断

熱発泡剤などに使用。 
回収、再利用、破壊の推進、代

替物質、技術への転換など 
PFCs 半導体等製造用や電子部品などの不活性液体

などとして使用。 
製造プロセスでの回収等や、代

替物質、技術への転換など 
SF6 変電設備に封入される電気絶縁ガスや半導体

等製造用などとして使用。 
（絶縁ガス）機器点検時、廃棄

時の回収、再利用、破壊など 
（半導体）製造プロセスでの回

収等や代替物質、技術への転換

など 
＊「主な対策」は、将来的な技術開発の結果見込まれるものを含む。 
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我が国の温室効果ガスの総排出量は、平成 19 年度（2007 年度）速報値で CO2換算 13

億 7,100 万㌧であり、京都議定書の基準年（1990 年。ただし、HFCs、PFCs 及び SF6につ

いては 1995 年）の排出量である CO2換算 12 億 6,100 万㌧と比べると、8.7%の増加とな

っています。 

まずは、増加傾向にある温室効果ガスの排出量をまず減少基調とさせ、その上で京都

議定書の目標の達成、継続的な排出削減を図っていく必要があります。 

13

12

11

10

排出量
（億トンCO2）

基準年
（原則1990年）

2007
（速報値）

森林吸収源対策で3.8%
京都メカニズムで1.6%

の確保を目標

5.0%

京都議定書削減約束
（2008年～2012年）

年度
2000     2001     2002     2003     2004     2005 2006

12億6,100万
トン

3.1%
原発の利用率
低下による
一時的影響

4.8% 2.8%
2.3%

原子力発電所の利用率が84.2%で
あったと仮定した場合

（+3.7%）
13億800万
トン

<前年度比+0.5%> 12億5,400万
トン
（-0.6%）

13億7,100万トン ＜前年度比＋2.3%＞
（＋8.7%）

13億4,000万トン
（+6.3%）

(原発利用率84.2%と仮
定した場合)
4.3%の削減が必要

11億8,600万
トン
（-6%）

（+3.2%）

9.3%の排出
削減が必要

30

図 1.1-2 我が国の温室効果ガスの排出量(2007 年度速報値) 



 5 

1.2  新実行計画（区域施策）の意義 
1.2.1 新実行計画（区域施策）の法的根拠 

我が国の地球温暖化対策の基本的な方針を定める地球温暖化対策推進法は、地方公共団体

の責務として、法第 20 条第 2 項において区域内における活動から排出される温室効果ガス

の排出抑制のための総合的かつ計画的な施策を策定・実施に努めることとしています。 

さらに、平成 20 年 6 月の改正により、法第 20 条の 3 において、自らの事務及び事業に関

する計画に加え、都道府県、指定都市、中核市及び特例市においては、区域の温室効果ガス

の削減についての計画策定が義務付けられました。 

 

表 1.2-1 地球温暖化対策推進法に定められた地方公共団体の責務 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（国及び地方公共団体の施策） 
第 20 条 （略） 
２ 都道府県及び市町村は、京都議定書目標達成計画を勘案し、その区域の自
然的社会的条件に応じて、温室効果ガスの排出の抑制等のための総合的かつ
計画的な施策を策定し、及び実施するように努めるものとする。 
 
（地方公共団体実行計画等）  

第二十条の三  都道府県及び市町村は、京都議定書目標達成計画に即して、当
該都道府県及び市町村の事務及び事業に関し、温室効果ガスの排出の量の削
減並びに吸収作用の保全及び強化のための措置に関する計画（以下「地方公
共団体実行計画」という。）を策定するものとする。  

２ 地方公共団体実行計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。  
一 計画期間  
二 地方公共団体実行計画の目標  
三 実施しようとする措置の内容  
四 その他地方公共団体実行計画の実施に関し必要な事項  

３ 都道府県並びに地方自治法 （昭和二十二年法律第六十七号）第二百五十二
条の十九第一項 の指定都市、同法第二百五十二条の二十二第一項 の中核市
及び同法第二百五十二条の二十六の三第一項 の特例市（以下「指定都市等」
という。）は、地方公共団体実行計画において、前項に掲げる事項のほか、そ
の区域の自然的社会的条件に応じて温室効果ガスの排出の抑制等を行うため
の施策に関する事項として次に掲げるものを定めるものとする。  
一 太陽光、風力その他の化石燃料以外のエネルギーであって、その区域の自

然的条件に適したものの利用の促進に関する事項  
二 その区域の事業者又は住民が温室効果ガスの排出の抑制等に関して行う

活動の促進に関する事項  
三 公共交通機関の利用者の利便の増進、都市における緑地の保全及び緑化の

推進その他の温室効果ガスの排出の抑制等に資する地域環境の整備及び改
善に関する事項  

四 その区域内における廃棄物等（循環型社会形成推進基本法 （平成十二年
法律第百十号）第二条第二項 に規定する廃棄物等をいう。）の発生の抑制
の促進その他の循環型社会（同条第一項 に規定する循環型社会をいう。）
の形成に関する事項  

４ 都道府県及び指定都市等は、地球温暖化対策の推進を図るため、都市計画、
農業振興地域整備計画その他の温室効果ガスの排出の抑制等に関係のある施
策について、当該施策の目的の達成との調和を図りつつ地方公共団体実行計
画と連携して温室効果ガスの排出の抑制等が行われるよう配意するものとす
る。  

５～11 （略） 

区域全体の施
策 に 係 る 努 力
義務 

事務事業に関
する計画策定
義務 

区域全体の施
策 に 係 る 計画
の策定義務 

区域全体の施
策に係る義務
的記載事項（4
項目） 

関連施策と 連
携 し た 排 出 抑
制等 
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1.2.2 地方公共団体の役割 

（１）地方公共団体に期待される役割 

改正法では、地方公共団体の自治事務である 4 項目についての施策の立案が求められてい

ます。また、目標達成計画では、地方公共団体の基本的な役割として以下のように定めてい

ます。 

 

表 1.2-2 目標達成計画に定められた地方公共団体の基本的役割（抜粋 p20） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

地方公共団体は、基本的な政策の方向性を示す国に協力しつつ、地域の状況を踏まえた取

組みを進めることが期待されています。対策においては、自ら率先的な取組を行うことで地

域の模範になりつつ、関連機関等（地域地球温暖化防止活動推進センター、地球温暖化防止

活動推進員、地球温暖化対策地域協議会）と連携することで、地域の環境行政の担い手とし

てイニシアティブを発揮し、事業者や地域住民に対してもきめ細かい対策の促進を呼びかけ

ることが出来ると考えられます。 

 特に、地方公共団体に期待される事項として、法第 20 条第 3 項各号の義務的記載事項 4

項目にあるように、自治事務として行う施策において、温暖化対策の観点から進めていくこ

とが期待されています。 

特に、国の長期目標である 2050 年までに現状から 60～80％の削減のためには、国、都

道府県、市区町村が、それぞれの行政事務の役割、責務等を踏まえ、講じる施策を質量とも

（１）地域の特性に応じた対策の実施 

地方公共団体は、その区域の自然的社会的条件に応じて、温室効果ガスの排出の削減等のた

めの総合的かつ計画的な施策を策定し、実施するよう努める。 

例えば、低炭素型のまちづくり、公共交通機関や自転車の利用促進、バイオマスエネルギー

等の新エネルギー等の導入、地域住民に身近なごみ問題への取組など、地域の自然的社会的条

件に応じた先駆的で創意工夫を凝らした対策に取り組む。 

 

（２）率先した取組の実施 

地方公共団体自身が率先的な取組を行うことにより地域の模範となることが求められる。こ

のため、地球温暖化対策推進法に基づき、公立学校や公立病院も含め、地方公共団体の事務及

び事業に関し実行計画を策定し、実施する。 

 

（３）地域住民等への情報提供と活動推進 

地域住民・企業へのきめ細やかな対応を実施するため、都道府県等の地球温暖化防止活動推

進センター、地球温暖化防止活動推進員、地球温暖化対策地域協議会が指定、委嘱、組織され

ている場合には、その活用を図りながら、教育、民間団体支援、先駆的取組の紹介、相談への

対応を行うよう努める。 
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適切に実施してはじめて達成できると考えられます。 
地方公共団体は、地域の住民・事業者に身近な立場にあって、彼らに対する（温室効果ガ

スの排出削減を直接の目的としてないものも含めて）多くの施策担っています。それらの施

策のあり方で、地域の温室効果ガスの排出量にも大きな影響を及ぼします。特に、まちづく

りによる民生、運輸部門の削減、執行能力から国の関与が難しい中小事業者対策、地域資源

の活用としての再生可能エネルギーの普及促進等は、地方公共団体の施策のあり方が、国全

体、地球全体の排出削減の鍵となります。 
各地の特性や地域資源、社会状況を踏まえて、事業者や地域住民と協力して取り組むこと

で、地域の自由な発想に基づいた、「地域発の地球温暖化対策」が全国各地で始められ、地

球市民の地方公共団体として低炭素社会の方向に引っ張っていくことが期待されています。 
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（２）特に都道府県に期待される役割 

都道府県は、地域内の市区町村の活動実態等を踏まえた温暖化対策のマスタープランの

策定を行います。また、地域内での対策をとりまとめて推進するコーディネーターとしての

役割も期待されています。さらに、市町村をまたがる広域的な地球温暖化対策を進めるとと

もに、都道府県の地球温暖化防止活動推進センター等を通じて、普及啓発や広報活動を進め

ることが望まれます。 

また、目標達成計画では、特に都道府県に期待される役割として次のように示しています。 

 
表 1.2-3 目標達成計画（抜粋 p69） 

 
 
 
 
 
 
 
 
都道府県は地域エネルギー・温暖化対策推進会議の活用など、広域的な取組を進めること

が期待されています。 

 

（３）特に市区町村に期待される役割 

 市区町村は、都道府県が定めるマスタープランを参考にしつつ、地域の特性を活かした特

定のテーマを選び、地球温暖化対策に資する具体的な事業等の推進を担当することが望まれ

ます。特に、指定都市、中核市及び特例市にあっては、都市計画や農業振興地域整備計画な

ど他の施策と連携を図りつつ、温暖化対策を進めることが必要です。また、地域地球温暖化

防止活動推進センターや、域内の地球温暖化防止活動推進員等を通じて、普及啓発や広報活

動を進めることが望まれます。 

目標達成計画では、特に市区町村に期待される役割として次のように示しています。 
 

表 1.2-4 目標達成計画（抜粋 p70） 

 
 
 
 
 
 

特に、都道府県は、地域のより広域的な公的セクターとして、主として、交通流対策やその

区域の業務ビルや事業者の取組の促進といった、広域的で規模の大きな地域の地球温暖化対策

を進めるとともに、都道府県地球温暖化防止活動推進センター、地球温暖化対策地域協議会及

び地球温暖化防止活動推進員と協力・協働しつつ、実行計画の策定を含め市区町村の取組の支

援を行うことが期待される。 

また、地域ブロックごとに置かれる「地域エネルギー・温暖化対策推進会議」を活用して、

地方公共団体を中心とした地域の各主体の地球温暖化防止に関する取組をバックアップする。

特に、市区町村は、その区域の事業者や住民との地域における最も身近な公的セクターとし

て、地球温暖化対策地域協議会等と協力・協働し、地域の自然的社会的条件を分析し、主とし

て、地域住民への教育・普及啓発、民間団体の活動の支援、地域資源をいかした新エネルギー

等の導入のための調査・導入事業といった、より地域に密着した、地域の特性に応じて最も効

果的な施策を、国や都道府県、地域の事業者等と連携して進めることが期待される。 
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都市計画や農業地域振興整備計画など、市が自治事務として実施する施策においても温暖

化対策を織り込むことにより、より実効的な取組を行うことが期待されています。 

また、都道府県と比べより住民・事業者に近いことから、市区町村はより地域に密着した

きめ細かな取組を行うことも期待されています。 

 

1.2.3 その他の主体の役割 

ここでは、国などの地方公共団体以外の関係主体の役割について整理します。 

 

（１）国 

国は、我が国全体としての地球温暖化対策推進に向けた対策の方向性を定めるとともに、

施策を推進します。特に、エネルギー転換、貨物、全国展開を図っている事業者など、国全

体でネットワーク化された部門は重点的な対応が必要です。また、地方環境事務所等を通じ

て、国の考え方を各地方公共団体に伝えることも重要です。さらに、新実行計画（区域施策）

策定のための情報やツールの提供等により、地方公共団体の温暖化対策の推進を支援します。 

 

（２）地方環境事務所 

 地方環境事務所は、地方経済産業局等の国の地方機関と連携しつつ、国と都道府県を結

ぶパイプとして、国の基本的考え方及び周辺情報を都道府県に伝達するとともに、管内の都

道府県の施策動向や要望等を把握し、地方公共団体実行計画協議会等を通じ助言を行います。 

（３）全国地球温暖化防止活動推進センター（地球温暖化対策推進法第 25 条、以下、「全国

センター」という。） 

 全国センターは、都道府県をまたがる区域での普及啓発・広報事業、都道府県地球温暖化

防止活動推進センターの支援やセンター間の情報共有、民生部門を中心とした温室効果ガス

の排出抑制措置に関する調査等を担当します。 
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2． 温室効果ガス排出量及び吸収量の現況推計 
 
 第 2 章では、新実行計画の中で、基本的な情報として記載しなければならない地域の

温室効果ガス排出量の現況についてその項目の整理と、参考情報として現況推計の方法

を示しています。 
 地方公共団体は、都道府県の場合でも、温室効果ガス排出量のベースとなるエネルギ

ー消費量データが、十分に整備されていない状況です。このため、地域性を考慮したデ

ータを使用して、実態に近い温室効果ガス排出量の現況把握を行うかが重要なポイント

となります。 
 また、地域で温暖化対策・施策を実施した際に、地域の温室効果ガス排出量に反映さ

れるような推計手法を採用することが必要です。 
 今回、参考情報で示す現況推計の方法の中では、地域性を考慮し、できるだけ精度が

高く、かつ地域での取組に対する感度の高い方法を提案します。 
 
＜計画に盛り込む内容＞ 

 新実行計画には、現状の温室効果ガス排出量を盛り込む必要があります。 
 現状の温室効果ガス排出量では、まず基準年と、データの入手が可能な最新年の排出

量を把握し記載します。 
温室効果ガス排出量は、地域全体の総量だけではなく、部門別、温室効果ガスの種類

別、排出起源別排出量もあわせて記載します。 
更に、温室効果ガス排出量を算出する際に推計した、エネルギー消費量も、総量と部

門別排出量を記載します。 
 
【新実行計画に盛り込む内容】 

 温室効果ガス排出量 
対象年：基準年、及び最新年（基準年と最新年は同一年度としても構いません。）

種類；総量、部門別、温室効果ガス種類別、排出起源別 
 エネルギー消費量 

種類：総量、部門別 
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＜参考情報＞ 
 
2.1  地方公共団体実行計画における現況推計の位置付け 
(1)現況推計の位置づけ 
実行計画策定では、温室効果ガス排出量の「目標設定」が必要です。 
目標設定の手順は、まず地域における温室効果ガス排出量の現況を把握し、地域の排出実

態を踏まえて、将来の排出量を予測し、最終的な目標を設定します。更に、今後取り組むべ

き対策・施策の検討と、計画を推進するための対策の検討というプロセスが必要です。 
この様な観点から、地方公共団体の地域における温室効果ガス排出量の現況推計は、計画

策定において非常に重要な位置づけをもっています。 
 
(2)現況推計に求められる精度 
都道府県、政令指定都市、中核市、特例市は、可能な範囲でより実態を反映させた形で、

現況推計を行う必要があります。 
上記以外の市区町村は、可能な範囲で実態をより反映させる形で現況推計を行うことが望

まれますが、執行体制等に応じて、推計制度を高めることに過度な労力をかける必要はあり

ません。 
 
表 2.1-1 地方公共団体の分類別現況推計に求められる精度 

地方公共団体の分類 求められる精度 

都道府県 原則として、可能な範囲でより実態を反映させた形で現況推

計を行うものとします。 政令指定都市、中核市、特例市 
上記以外の市区町村 可能な範囲でより実態を反映させる形で現況推計を行うことが

望まれます。ただし、執行体制等に応じて、推計制度を高める

ことに過度な労力をかける必要はありません。 
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2.2  把握対象の整理と既往調査等による温室効果ガスの現況推計方法 
 
2.2.1 把握対象の整理 
エネルギー起源 CO2 排出量の現況推計は、原則として全ての地方公共団体が算定対象と

するものとします。 
原則としてエネルギー起源 CO2 以外の温室効果ガス排出量を算定対象とする地方公共団

体は、都道府県、政令市、中核市、特例市です。 
これ以外の市区町村では、行政として関与しうる範囲として廃棄物（特に一般廃棄物）、

代替フロン等３ガスを算定対象とします。 
 

表 2.2-1 把握対象の整理 

 都道府県、 
政令市、中核市、特例市 

その他の市区町村 

エネルギー起源ＣＯ２ ● ● 
工業プロセス 
（エネルギー起源 CH4、N2O を

含む） 

● ▲ 

廃棄物 ● ● 
農業 ● ▲ 
代替フロン等 3 ガス ● ● 
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2.2.2 既往調査等による温室効果ガスの現況推計方法 
 
 地方公共団体のうち都道府県が策定済の地球温暖化対策地域推進計画における温室効果

ガスの現況推計方法について整理します。地方公共団体のホームページで、推計方法が公表

されているもののみを対象としています。 
 温室効果ガス排出量の推計方法をみると、基本的に運輸部門を除き、「地球温暖化対策地

域推進計画策定ガイドライン」の第二版で提示された手法を用いている事例が多く、第三版

のガイドラインに則って推計しているのは、3 都道府県です。 
 
(1)産業部門 
 部門別の推計方法をみると、産業部門では、「石油等消費構造統計調査」（経済産業省）の

値を工業統計を用いて補正して推計する方法が最も多く採用されています。同統計が廃止後

に計画策定を行っている地方公共団体の場合でも、同統計の最終年次のエネルギー消費原単

位を使用し、製造品出荷額の伸び率を用いて推計しています。その他、三重県、京都府、徳

島県は、産業部門を対象にエネルギー消費量に関するアンケート調査を行い推計しています。 
 
(2)民生家庭部門 
 民生家庭部門では、電力、都市ガスについては、エネルギー供給事業者からの販売実績値

を採用するケースが多いです。 
LP ガス、灯油は、「家計調査」における当該県庁所在地の光熱費支出実績値から推計す

るケースが多いです。 
LP ガスを、「家計調査」のデータではなく、上記の販売実績に基づく都市ガス消費量を

世帯当たりに換算し、これが LP ガス世帯の場合でも同一値とみなして推計しているケース

がみられます。都市ガス世帯に比較して、LP ガス世帯では、暖房にガスを使用する割合が

極端に少ない（数％程度）のが一般的です。このため、世帯あたりのガス消費量では、都市

ガス使用世帯の方がＬＰガス使用世帯のガス消費量を上回ると考えられるため、用途別推計

を行うなど何らかの補正が必要と考えられます。 
 この他、地域内の住民に対しエネルギー消費量のアンケート調査を行い、世帯属性や住宅

属性別にエネルギー消費原単位を求め、これを当該地域平均の属性から、民生家庭部門のエ

ネルギー消費量を推計する手法を採用しているケースがみられます（鳥取県、島根県、広島

県、香川県）。 
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(3)民生業務部門 
 民生業務部門では、電力、都市ガスについては、エネルギー供給事業者からの販売実績値

を採用するケースが多いです。 
 LP ガスは、「LP ガス資料年報」（(株)石油化学新報社）の県別販売量から、民生家庭部門

の LP ガス消費量を差し引いたものを、民生業務部門消費量とするケースが多いです。 
 また、当該地域の業種別延床面積を推計し、これに全国の業種別エネルギー消費原単位を

乗じて、業種別エネルギー消費量を推計する手法を採用しているケースがみられます。業務

用の全エネルギーを全てこの手法を用いて推計する場合と、石油製品のみを推計する場合の

双方がみられます。 
 この他、電力や都市ガスのエネルギー供給事業者からの販売実績や、石油製品の都道府県

全体の販売データ（「エネルギー生産需給統計年報」（経済産業省））と、民生業務部門以外

の各エネルギー消費量の合計値との差分を業務用とみなしているケースがみられます。 
 また、環境省が 3 年毎に実施している承認統計の「大気汚染物質排出量調査」の当該地

方自治体分の結果を元に推計しているケースがあります。 
 
(4)運輸部門（自動車） 
 運輸部門（自動車）のエネルギー消費量の推計方法では、第二版のマニュアルで推奨され

ている当該地方公共団体の地域を対象とした道路交通センサスを使用して推計しているの

が、6 都道府県でみられます。 
 この他では、都道府県内のガソリン、軽油販売量（エネルギー生産需給統計年報）から、

製造業分を差し引いたものを、自動車用途とみなしているケースが 7 都道府県、全国もし

くは地域の自動車の燃料消費量と走行量に基づく原単位データから推計しているケースが

7 都道府県みられます。 
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表 2.2-2 都道府県における地域の温室効果ガス排出量の推計方法 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
備考）地方公共団体のホームページで、旧地球温暖化地域推進計画を公表し、かつ推計方法

が示された事例のみを対象としています。 
 

石油
等消
費構
造統
計

アン
ケート
調査

その
他

供給
デー
タ

家計
調査

統計 アン
ケート

供給
デー
タ

統計 石油
販売
デー
タ

延床
面積
推計

その他 全国
原単
位

地域
原単
位

石油
販売
から
の差
分

道路
交通
セン
サス

北海道 第三版
青森県 第二版+IPCC改定ガ

イドライン
岩手県 その他
宮城県 第三版（都道府県エ

ネルギー消費統計）
秋田県 第三版（都道府県エ

ネルギー消費統計）
●

山形県 不明
福島県 ● ● ● ● ●
茨城県 不明
栃木県 ● ● ● ● ● ● ●
群馬県 ● ● ●
埼玉県 不明
千葉県 不明
東京都 不明
神奈川県 不明
新潟県 不明
富山県 ● ● ● ● ●
石川県 不明
福井県 不明
山梨県 不明
長野県 不明
岐阜県 ● ●
静岡県 不明
愛知県 不明
三重県 ● ● ● ● ● ● ●
滋賀県 ● ● ● 残差 ●
京都府 ● ● ● ● ● ●
大阪府 ● ● ● 残差 ●
兵庫県 不明
奈良県 不明
和歌山県 不明
鳥取県 ▲ ● ● ●
島根県 ▲ ● ● ●
岡山県

● ● ● ● ●
大気汚染物
質排出量総

合調査
●

広島県 ● ● ● ●
山口県 不明
徳島県 ● ● ● ● ● ● ● ●
香川県 ● ● ● ● ●
愛媛県

● ● ● ● ● ●
大気汚染物
質排出量総

合調査
●

高知県 不明
福岡県 ● ● ● ● ● ● ● ●
佐賀県 不明
長崎県 不明
熊本県 不明
大分県 ● ● ● ● ● ● ● ●
宮崎県 不明
鹿児島県 不明
沖縄県

● ● ● ● ● ●
全国からの

按分
●

民生家庭部門 民生業務部門 運輸（自動車）

全体都道府県名

不明

産業部門
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2.3  エネルギー起源ＣＯ2 排出量の算定 
 
2.3.1 排出量算定の基本的な考え方 
 
エネルギー起源排出量の基本的な算定式は、以下のとおりです。 

 
エネルギー消費量×エネルギー種別温室効果ガス排出係数 

 
地方公共団体の地域のエネルギー消費量データを使用して算出することが基本です。 
ただし、地方公共団体により、地域のエネルギー消費データの整備状況が異なります。更

に、温室効果ガスの現況推計では、部門別排出量を把握することが望まれますが、部門別エ

ネルギー消費量データが整備されているケースは非常に少ないと予想されます。 
このため、地域のエネルギー消費量の算定については、マクロデータ（市区町村の場合、

都道府県データ）からの按分や、個別データの積み上げなど、何らかの推計を伴う作業が必

要となります。 
ここで、本マニュアルで提案する地方公共団体における温室効果ガス排出量算定方法の基

本的な考え方は以下のとおりです。 
 
●積み上げ方式の採用 

マクロデータの按分ではなく、できるだけ積み上げ方式によること。 
→ 対策効果が、温室効果ガス排出量に反映されること。 

●地域性を考慮したデータの使用 
可能な限り地方公共団体の実状を反映できる手法とすること。市町村の場合は、都道府県

の温室効果ガス排出量との整合性があること。ただし、市区町村の積み上げが都道府県の

総排出量と同じとなることを求めるものではない。 
→ できるだけ地方公共団体のデータを使用すること。 

●算定の簡易化 
地方公共団体担当者レベルで推計可能な手法とすること。 
継続的に温室効果ガス排出量の把握が可能な手法とすること。 
できるだけ専門家による特殊テクニック等の必要がない手法とすること。 
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(2)地方公共団体の種類別の推奨する温室効果ガス排出量算定方法 
 
 本ガイドラインでは、地方公共団体の分類別に、部門別温室効果ガス排出量の推計手法を

提案しています。 
 推計手法は、Ａ法：按分法、Ｂ法：積み上げ法、Ｃ法：産業連関モデルによる方法の 3
種類に大別しており、Ａ法に比較してＢ法の方が、より地域性を考慮した推計手法としてい

ます。 
 特例市以上の地方公共団体は、A 法、B 法の双方の推計手法が考えられる場合には、可能

な限り B 法を推奨しています。 
 なお、その他の市区町村については、産業部門、民生家庭部門、民生業務部門では A 法

を推奨としていますが、より地域性を配慮したＢ法を採用することは可能です。 
 また、ここで推奨する方法以外でも、地域性を配慮し、より推計精度の高い独自の方法を

採用することは可能です。 
 
表 2.3-1 推奨する部門別温室効果ガス排出量の推計手法 

部門 都道府県 政令 
指定都市 

中核市 
特例市 

その他 
市区町村 

産業部門 製造業 B 法、C 法 B 法 A 法 
建設業 A 法 

農業 A 法 
民生家庭部門 B 法、C 法 B 法 A 法 
民生業務部門 B 法、C 法 B 法 A 法 
運輸部門 自動車 B 法 A 法、B 法 

鉄道 A 法 
船舶 A 法 
航空 B 法 
運輸計 C 法 － 

備考）A 法：按分法 
B 法：積み上げ法 
Ｃ法：産業連関モデルによる方法 
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2.3.2 部門別排出量算定方法 
 
(1)産業部門 
●A 法（按分法） 
製造業エネルギー消費量（対象自治体分） 
 
＝製造業全体エネルギー消費総量（所在都道府県）× 製造品出荷額合計値（対象自治体分） 

                      製造品出荷額合計値（所在都道府県） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 2.3-1 製造業の CO2 排出量推計フロー（Ａ法） 
 

【算定手順】 
・地方公共団体が所在する都道府県の製造業エネルギー消費量を、製造業の生産額（製造品

出荷額）の都道府県と当該地方公共団体の割合で按分して算出します。 
・最後に、推計したエネルギー種別消費量に、エネルギー種別排出係数を乗じて、CO2 排出

量を算出します。 
 
【使用するデータ】 

 製造業エネルギー消費量（当該県）：「県別エネルギー統計」経済産業省 
 業種別製造品出荷額：「工業統計」地方公共団体 

 
【推計上の留意点】 

 当該県の製造業エベネルギー消費量の発行年が 3 年遅れとなります。 
 製造業の業種構成が、所在する都道府県と、対象の地方公共団体とで大きくことな

る場合には、実態を反映していない可能性が考えられます。 

製造業
エネルギー消費量(A市)

①×（③／②）

業種別
製造品出荷額(A市分)(③)

業種別
製造品出荷額(当該県)(②)

エネルギー種別
CO2排出係数

製造業

CO2排出量(A市)
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●B 法（積み上げ法） 
 
製造業業種別エネルギー消費原単位（全国）＝製造業業種別エネルギー消費（全国） 

    業種別出荷額（全国） 

 
製造業エネルギー消費量（対象自治体） 
＝製造業業種別エネルギー消費原単位（全国）×業種別出荷額（対象自治体） 

 
●電力、都市ガス：供給事業者の産業用販売量実績値（対象自治体分) 
●算定公表制度対象業種は、同制度に基づく対象自治体分製造業関連事業所の排出量を、

従業員規模別製造品出荷額等で補正します。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 2.3-2 製造業の CO2 排出量推計フロー（Ｂ法） 

 
【算定手順】 
①製造業の業種別エネルギー消費量を、業種別生産額で除して、製造業の業種別エネルギー

原単位を求めます。これについては、対象とする地方自治体の所在する都道府県や、地域

データを用いることが望まれますが、データが存在しない場合には、全国平均値のデータ

を使用します。 
②上記で求めた業種別エネルギー消費原単位に、対象とする地方自治体の製造業の業種別生

産額を乗じて、業種別エネルギー消費量を試算します。 

補正

従業員規模別ﾃﾞｰﾀ等で補正

業種別
ｴﾈﾙｷﾞｰ消費原単位(全国)

(③＝①÷②） 業種別
製造品出荷額(A市)

(④)
業種別

ｴﾈﾙｷﾞｰ消費量(A市)
(③×④)

電力、都市ガス
業務用販売量(A市)

業種別

CO2排出量(A市)

ｴﾈﾙｷﾞｰ種別
CO2排出係数

算定公表制度による
業種別CO2排出量(A市)

業種別
ｴﾈﾙｷﾞｰ消費量(全国)(①)

業種別
製造品出荷額(全国)(②)
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③上記で試算した業種別エネルギー消費量を、対象とする地方公共団体の地域の電力、ガス

の製造業向販売量で補正します。 
④推計精度の向上を図るために、算定公表制度による対象事業者に対し、別途アンケート調

査を実施することが望まれます。 
最低限、製造品出荷額や従業員数の把握のみで、上記①から③で求めた業種別排出量の比

較検討は可能です。具体的には、算定公表制度で把握している温室効果ガス排出量とアン

ケート調査で把握した従業員数から、従業員当たり温室効果排出量を試算し、これに当該

地域の同業種の総従業員数を乗じて、業種計の排出量を求め、これを①～③で求めた同業

種の排出量と比較し整合性を確認します。 
但し、製造品出荷額や従業員数以外に、可能であればエネルギー消費量関連のデータにつ

いても把握することが望ましいと考えられます。 
 
【使用するデータ】 
データ名称 資料名称、出典 データの特徴 

業種別 
エネルギー消費量 

｢石油等消費構造統計調査｣ 
経済産業省 

都道府県、政令指定都市別 
業種分類が詳細 
但し統計は 2001 年度迄 

｢総合エネルギー統計｣ 
経済産業省 

全国平均値のみ 
業種分類が大括りで、工業統計の業種

分類との整合をとる必要有り。 
｢エネルギー消費統計｣ 
経済産業省 

地域分類有、業種分類もやや細かい。

試行段階でありデータがまだ安定し

ていない。 
業種別 
製造品出荷額 

｢工業統計｣ 
各地方公共団体 

－ 

産業用 
電力･都市ガス 
販売量 

地域の電力事業者、都市ガス事

業者 
電力・ガス事業者に依頼することによ

り、一定の販売量データを入手するこ

とは可能。 

 
【推計上の留意点】 
・製造業の業種別エネルギー消費量原単位は、特にエネルギー多消費産業（鉄鋼、石油、窯

業土石、紙パルプ）の値が非常に大きく、またこれらの業種内でも、業種細分類により大

きく異なっています。 
・例えば、鉄鋼業の場合でも、高炉による製鉄業と、鉄鋼製品を加工する業種とでは、原単

位が大きく異なる値を示します。一方で、鉄鋼業の全国平均原単位は、高炉による製鉄業

の原単位の影響で、非常に大きい値となっています。このため、地方公共団体の地域内に
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高炉のない鉄鋼製品加工業のみがある場合でも、鉄鋼業平均の原単位を用いてエネルギー

消費量を推計すると、場合によっては地域内の製造業の中で最大の消費量となってしまう

ことが起こります。 
・地域内にエネルギー多消費産業を有する事業者の場合、推計に使用する業種別エネルギー

消費原単位を選定する際には、注意が必要です。 
 
●C 法（産業連関モデルによる方法） 
現在、各都道府県は、旧地域推進計画で地域の温室効果ガス排出量を推計していますが、

各地方公共団体で異なる手法を採用しているために、都道府県の合計値の合計が、国の公表

している温室効果ガス排出総量と一致しないという問題があります。 
電力、都市ガス事業者別の契約種類別販売量データ、石油製品の都道府県別販売量データ

等と、都道府県別産業連関モデルを用いて、都道府県別エネルギー起源 CO2 を推計し、公

表されています。本推計による国全体の温室効果ガス排出量は、国のエネルギー起源 CO2
排出量と数％の誤差で一致しています。また、エネルギー事業者の販売実績値を元に推計し

ているため、都道府県レベルでは、実際に行った温暖化対策の取組効果が、排出量に反映さ

れるというメリットがあります。なお、同推計結果をそのまま用いる場合は、都道府県単位

での部門別エネルギー起源 CO2 排出量を個別に推計する手間が不要となります。 
産業連関モデルによる推計方法を以下に示します。 
 

表 2.3-2 産業連関モデルによる製造業エネルギー消費量の推計方法 

部 門 推計方法 

全部門共通 電気、都市ガス：業種別契約種別販売データ 
石油：石油販売統計（県別） 

製造業 大規模 過去の石油等消費構造統計調査の県別業種別エネルギー需要量

を元に推計 中小規模 
 
●その他の方法 
 製造業のエネルギー需要量の推計に際し、推計制度の向上を図るためには、エネルギー管

理指定工場や、算定公表制度の対象事業者に対し、アンケート調査を実施し、上記で推計し

たエネルギー消費量を補正することが考えられます。 
 アンケート調査の調査項目については、エネルギー管理指定工場の「定期報告書」や算定

公表制度の提出書式と同一形式とすることにより、調査対象事業者に対し過度な負担をかけ

ないようにすることが望まれます。 
 参考までに、下表は、エネルギー管理指定工場の「定期報告書」の調査項目を一覧にした

ものです。 
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表 2.3-3 エネルギー管理指定工場の「定期報告書」における調査項目 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
資料）「定期報告書」様式第９（第１７条関係）、経済産業省 

提出先
提出年月日
住所
氏名
指定番号
特定排出者番号
工場名称
工場の所在地
工場に係る事業
同上番号
責任者名
所属課名
免状番号
エネルギー消費量及び販売副生エネルギー等の量 使用量（固有単位）

使用量（熱量GJ)
販売された量（固有単位）
販売された量(GJ）
自らの生産に寄与しない量（固有単位）
自らの生産に寄与しない量（GJ）

使用の合理化に関する設備 設備の名称
設備の概要
稼働状況
新設、改造又は撤去の状況

上記以外のエネルギーを消費する主な設備 設備の名称
設備の概要
稼働状況
新設、改造又は撤去の状況

生産数量等
エネルギーの使用にかかる原単位
対象年度
エネルギーの使用に係る原単位
過去５年度間のエネルギーの使用に係る原単位の変化状況
原単位が年平均1％以上改善できなかった理由
原単位が前年に比べて改善できなかった理由
エネルギーの使用の合理化に関する判断の基準の遵守状況
その他エネルギーの使用の合理化に関し実施した措置
エネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量
権利利益の保護に係る請求及び情報の提供の有無

調査項目
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2)●A 法（按分法） 
 
建設・鉱業エネルギー消費量（所在都道府県）×就業者数（対象地方公共団体分） 
                       就業者数（所在都道府県） 
●電力：供給事業者の建設業・鉱業用販売量実績値（対象地方公共団体分) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 2.3-3 建設・鉱業の CO2 排出量推計フロー（A 法） 

【算定手順】 
①都道府県の場合は、「都道府県別エネルギー消費統計」の「建設業・鉱業」の値をそのま

ま使用します。 
②市町村の場合は、「都道府県別エネルギー消費統計」の当該都道府県の「建設業・鉱業」

のエネルギー種別消費量を、「建設業・鉱業」部門就業者数の当該都道府県と当該地方公

共団体の就業者数の比率で按分して試算します。 
③電気事業者から、当該地域への契約種類別販売量等の実績値が得られた場合には、臨時電

灯、臨時電力、建設工事用電力、大口業種別販売量のうち鉱業分を「建設業・鉱業分」と

みなし、補正します。 
④③で求めたエネルギー種別消費量にエネルギー種別 CO2 排出係数を乗じて、「建設業・

鉱業」の CO2 排出量を試算します。 
 
【使用するデータ】 

 都道府県別建設業・鉱業エネルギー需要量：「都道府県別エネルギー消費統計」経

済産業省 
 建設業・鉱業就業者数：「事業所・企業統計調査」総務省統計局 

2)●A 法（按分法） 

建設業・鉱業
エネルギー消費量(A市)

①×（③／②）

建設業・鉱業
ｴﾈﾙｷﾞｰ費量(当該県)(①)

建設業・鉱業
就業者(A市)(③)

建設業・鉱業
就業者(当該県)(②)

エネルギー種別
CO2排出係数

建設業・鉱業
CO2排出量(A市)

建設業・鉱業向
電力消費量

(A市)
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農林水産業エネルギー消費量（所在都道府県）×生産額（対象地方公共団体分） 
                      生産額（所在都道府県） 
●電力：供給事業者の農業用販売量実績値（対象地方公共団体分) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 2.3-4 農林水産業の CO2 排出量推計フロー（A 法） 

【算定手順】 
①都道府県の場合は、「都道府県別エネルギー消費統計」の「農林水産業」の値をそのま使

用します。 
②市町村の場合は、「都道府県別エネルギー消費統計」の当該都道府県の「農林水産業」の

エネルギー種別消費量を、「農林水産業」の生産額の当該都道府県と当該地方公共団体の

就業者数の比率で按分して試算します。 
③電気事業者から、当該地域への契約種類別販売量等の実績値が得られた場合には、農事用

電灯、農事用電力を「農林水産業分」とみなし、補正します。 
④③で求めたエネルギー種別消費量にエネルギー種別 CO2 排出係数を乗じて、「農林水産

業」の CO2 排出量を試算します。 
 
【使用するデータ】 

 都道府県別建設業・鉱業エネルギー需要量：「都道府県別エネルギー消費統計」経

済産業省 
 農林水産業生産額： 

農林水産業
エネルギー消費量(A市)

①×（③／②）

農林水産業
生産額(A市)(③)

農林水産業
生産額(当該県)(②)

農林水産業向
電力消費量

(A市)

エネルギー種別
CO2排出係数

農林水産業
CO2排出量(A市)
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(2)民生家庭用 
●A 法（按分法） 
 
灯油・ＬＰＧ：家庭の年間購入量（所在県庁所在地） ×世帯数（対象自治体分） 
都市ガス    ：ガス事業者販売量×世帯数（対象自治体分） 
                   世帯数（全供給世帯） 
電力     ：家庭用消費量（所在都道府県） ×世帯数（対象自治体分） 
                       世帯数（所在都道府県） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 2.3-5 民生家庭用の CO2 排出量推計フロー（A 法） 

 
【算定手順】 
民生部門家庭部門は、石油製品については「家計調査」から得られる値を補正し、世帯数

を乗じて推計します。都市ガス・熱供給については供給区域毎の家庭用販売実績値を「ガス

事業年報」「熱供給事業便覧」から入手し、必要に応じて「住民基本台帳」から得られる世

帯数により按分します。電力については「都道府県別エネルギー消費統計」で得られる所属

都道府県における値を世帯数により按分します。 
 
①LP ガス、灯油 

LP ガス、灯油消費量は、「家計調査」中に示された都道府県庁所在地一世帯での LP ガス

と灯油の年間購入量の値を補正し、「住民基本台帳」から得られる世帯数を乗じて推計しま

す。 

家計調査による
年間灯油、ＬＰガス代(県庁所在地）

灯油、ＬＰガス単価
(県)

世帯当たり家庭用
灯油、ＬＰｶﾞｽ消費量（Ａ市）

世帯数(A市)

家庭用
灯油、ＬＰｶﾞｽ消費総量（Ａ市）

家庭用
電力消費量

(当該県)

家庭向け
都市ガス販売量

(B事業者)

家庭用
エネルギー種別消費量(A市)

世帯数(A市)／
供給世帯数(B事業者)

世帯数(A市)／
世帯数(当該県)

家庭用
CO2排出量(A市)

エネルギー種別
CO2排出係数
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「家計調査」で購入量が示されているのは、都道府県庁所在地における世帯員数が２人以

上の世帯における平均値です。都道府県庁所在地とそれ以外の市町村においては、気候や支

出水準などの違いにより世帯当たりのエネルギー消費量が異なることが考えられますが、こ

れを補正するのには明確な関数が無いため、ここでは差が無いものと仮定します。 
単身世帯におけるエネルギー消費量分を補正するため、都道府県庁所在地における単身世

帯と２人以上の世帯における LP ガス・灯油購入費の比率がエネルギー消費量の比率に等し

いと仮定します。「家計調査」から得られる各購入費や、直近の「国勢調査」から得られる

世帯人員数別世帯数を用いて、LP ガス・灯油それぞれについて以下の補正係数を計算しま

す。 
 
（世帯人員補正係数）＝｛（市町村 2 人以上世帯数）＋（市町村単身世帯数）×（単身

世帯購入費）÷（2 人以上世帯購入費）｝÷（市町村世帯数） 
 
2 人以上世帯当たり購入量に、この世帯人員補正係数を乗じて総世帯当たり消費量に換算

し、「住民基本台帳」から得られる世帯数を乗じて市町村における消費量を計算します。た

だし LPG 消費量については、「ガス事業年報」より得られる当該供給区域の都市ガス普及

率を用いて、世帯数に LPG 普及率（＝１－都市ガス普及率）を乗じることにより都市ガス

が普及していない世帯数を計算し、その世帯でのみ LPG が消費されるものとして推計を行

います。 
「家計調査」では、LP ガス購入量は立方メートル、灯油購入量はリットル単位で記載さ

れているため、エネルギー単位に変換する必要があります。「総合エネルギー統計」での換

算方法に倣い、表 2.3-4 に示す値を用いて換算します。 
表 2.3-4 LP ガスと灯油の熱量換算係数 

 1999 年まで 2000 年以降 
LP ガス 100.5MJ/m3 
灯油 37.3MJ/l 36.7MJ/l 

 
（LP ガス消費量）＝（都道府県庁所在地 2 人以上世帯当たり LP ガス購入量）÷（１

－都道府県庁所在地都市ガス普及率）×（世帯人員補正係数）×（市町村

世帯数）×（１－供給区域都市ガス普及率）×（単位換算係数） 
 
（灯油消費量）＝（都道府県庁所在地 2 人以上世帯当たり灯油購入量）×（世帯人員補

正係数）×（市町村世帯数）×（単位換算係数） 
 
この算定方法では、都道府県庁所在地とそれ以外の市町村において、世帯当たりのエネル

ギー消費量の差が無いことを仮定したことによる誤差があることに留意する必要がありま

す。
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②都市ガス 
都市ガスについては、「ガス事業年報」に家庭用の販売実績が、一または複数市町村から

成る供給区域ごとに示されているので、この数値を「住民基本台帳」から得られる世帯数に

より按分して各市町村の消費量とします。 
 
（消費量）＝（供給区域家庭用販売量）×（市町村世帯数）÷Σ（供給区域内各市町村

世帯数） 
 

この算定方法には、一世帯あたりの都市ガス消費量が供給区域内で一定と仮定しているこ

とや、この方法では、部門と契約種別の不整合に起因する誤差が存在することに起因する誤

差が存在します。 
 

＜その他の方法＞ 
当該市町村の世帯の都市ガス消費動向が、供給区域の平均世帯の都市ガス消費動向から大

きく外れているとする特別の理由がある場合、もしくは都市ガスの供給が公営企業によって

行われておりデータの提供依頼が容易な場合には、ガス事業者にデータ提供を依頼すること

により、市町村単体への家庭向け販売量を得る方法が考えられます。 
これらの入手経路により入手された都市ガス消費量が、各市町村統計書に既に記載されて

いる場合もあります。 
 

③電力 
電力消費量は、「都道府県別エネルギー消費統計」中に示された所属都道府県における電

力消費量の値を、「住民基本台帳」から得られる世帯数により按分し推計します。 
 
（消費量）＝（都道府県販売量）×（市町村世帯数）÷Σ（都道府県内各市町村世帯数） 
 

この算定方法には、一世帯あたりの電力消費量が都道府県内で一定と仮定していることに

起因する誤差が存在します。 
 

＜その他の方法＞ 
当該市町村の世帯の電力消費動向が、都道府県の平均世帯の電力消費動向から大きく外れ

ているとする特別の理由がある場合には、電力会社の担当営業所等にデータ提供を依頼する

ことにより、各市町村の契約形態別の販売量を得る方法があります。この時は「総合エネル

ギー統計」に倣い、民生家庭に対応する契約種別は、定額電灯、従量電灯 A～C、電灯選択

約款とします。 
この方法においては、部門と契約種別の不整合に起因する誤差が存在することや、特定電
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気事業者や卸電気事業者の供給する電力分が含まれないことに留意が必要です。 
同様の入手経路により入手された値が、電灯消費量として各市町村統計書に既に記載され

ていることもあります。 
なお、電力量をエネルギー単位に換算するときは、3.60MJ/ kWh の換算係数を用います。 

 
④熱供給 
熱供給の販売実績値は、住宅用の販売実績を事業者が供給区域毎に把握されており、この

値は「熱供給事業便覧」に記載されています。市町村内に複数の熱供給事業者が供給を行っ

ていることもあるので、該当する全ての熱供給区域の販売実績量を合算します。熱供給区域

が複数市町村に跨っていれば、その区域に対しては世帯数で按分します。 
 
（消費量）＝Σ｛（供給区域住宅用販売量）×（市町村世帯数）÷Σ（供給区域内各市

町村世帯数）｝ 
 
最後に、推計したエネルギー種別消費量に、エネルギー種別排出係数を乗じて、CO2 排出

量を算出します。 
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●B 法（積み上げ法） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 2.3-6 民生家庭部門の CO2 排出量推計フロー（B 法） 

 
【算定手順】 
民生家庭部門エネルギー消費量のうち、電気は当該地方公共団体の地域の家庭用販売量を

適用します。 
都市ガス、石油製品は、「家計調査」の当該都道府県庁所在地の購入量をもとに、県庁所

灯油・LP ガス：家庭の年間購入量（所在県庁所在地） ×世帯数（対象自治体分） 
       ※対象地方公共団体の都市ガス普及率、及び単身世帯分を補正する。 
都市ガス：ガス事業者の家庭用販売量実績値 
電力：電気事業者の家庭用販売量実績値 

｢家計調査｣による
年間灯油、ＬＰガス消費量

(県庁所在地)）

単身/2人以上世帯
ｴﾈﾙｷﾞｰ消費原単位比率

(全国)

世帯数(A市)

家庭向都市ガス
販売量(A市)

家庭用
エネルギー種別消費量(A市)

「家計調査｣による
月別都市ガス支払金額

(県庁所在地）

都市ガス料金単価
(当該都市ガス事業者)

世帯当たり月別
都市ガス消費量
(県庁所在地）

都市ガス普及率
(県庁所在地/A市)

暖房用
都市ガス消費量の試算

都市ガス補正後
ＬＰガスに行く分(A市)

世帯当たり
都市ガス消費量

(A市)

都市ガス補正後
灯油に行く分(A市)

世帯当たり
灯油消費量

(A市)

世帯当たり
LPガス消費量

(A市)

家庭向販売電力量
(A市)

家庭用
CO2排出量(A市)

エネルギー種別
CO2排出係数
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在地と当該地方公共団体の地域での都市ガス普及率の差で補正し、これに世帯数を乗じて試

算します。更に、都市ガスについては、当該地方公共団体の地域の家庭用販売実績値で補正

します。 
 
1)2 人以上世帯エネルギー消費原単位の推計（都市ガス、LP ガス、灯油） 
①「家計調査年報」から、都道府県庁所在地のＬＰガス、灯油の年間購入量を抽出します。 
②「家計調査月報」から、都道府県庁所在地の都市ガスの月別購入額を抽出します。これ

に、「ガス事業年報」の都市ガス事業者別のガス料金制度を用いて、月別購入量を算出し

ます。更に、月別購入量を合計し、年間購入量を算出します。 
③上記②の月別都市ガス消費量をグラフにプロットし、中間期（5 月、6 月、10 月、11 月）

の都市ガス消費量の平均値を求め、暖房期間の都市ガス消費量と中間期の都市ガス消費量

平均値との差分を求め、これの合計値を試算します。 
④都道府県庁所在地の都市ガス普及率、当該地方公共団体の地域の都市ガス普及率を、「ガ

ス事業年報」の調定数を用いて算出します。 
⑤上記で求めた都市ガス、ＬＰガス、灯油消費量を、県庁所在地と当該地方公共団体の地域

における都市ガス普及率を用いて補正します。以下にその算定式を示します。 
 
都市ガス消費量＝②の都市ガス年間購入量÷都道府県庁所在地の都市ガス普及率 
        ×当該公共団体の地域の都市ガス普及率 
 
LP ガス消費量 
＝①のＬＰガス年間購入量＋（②の都市ガス年間購入量－③で試算した合計値） 
×（当該都道府県の都市ガス普及率－当該公共団体の地域の都市ガス普及率） 

 
灯油消費量 
＝①の灯油年間購入量＋（③で試算した合計値）×（当該都道府県の都市ガス普及率 
－該公共団体の地域の都市ガス普及率） 

 
2)単身世帯分の補正（都市ガス、LP ガス、灯油） 
 家計調査の全国平均値でエネルギー消費量の単身世帯は二人以上世帯の約 1/2 の割合で

す。対象地方公共団体の単身世帯比率とエネルギー消費原単位の単身／二人以上世帯の比率

を 1/2 と仮定し、上記 1)で推計した二人以上世帯エネルギー消費原単位（都市ガス、LP ガ

ス、灯油分）から、単身を含む全体のエネルギー消費原単位を試算します。 
 都市ガス、LP ガス、灯油の各々について、以下の式を適用します。 
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※都市ガス、LP ガス、灯油のみ 
全世帯のエネルギー消費原単位 
＝（2 人以上世帯エネルギー消費原単位×（１－単身世帯割合）） 

＋（2 人以上世帯エネルギー消費原単位×１／２×単身世帯割合） 
 注）単身世帯割合：国勢調査等による対象地方公共団体分 
 
3)エネルギー供給データによる補正 
 電気は、対象地方公共団体の地域分の家庭用販売量実績値をそのまま適用します。 
 都市ガス、LP ガス、灯油については、上記 2)で求めた全世帯平均エネルギー消費原単位

の、対象地方公共団体の世帯数を乗じて、エネルギー消費総量を算出します。更に、都市ガ

ス消費量は、対象地方公共団体の地域分販売実績値を用いて補正します 
上記の電気、都市ガス、LP ガス、灯油消費量を合算して、最終的な民生家庭用エネルギ

ー消費量とします。 
最後に、推計したエネルギー種別消費量に、エネルギー種別排出係数を乗じて、CO2 排出

量を算出します。 

 
【推計上の留意点】 
・「家計調査」は、地域別のエネルギー需要量を推計する上で有効なデータです。但し、エ

ネルギー種類により所収されているデータの種類が異なります。 
表 2.3-5 家計調査で所収されているエネルギーデータ 

エネルギー種類 年報 月報 
購入数量 支出金額 購入数量 支出金額 

電気 ○ ○ ○ ○ 
都市ガス × ○ × ○ 
ＬＰガス ○ ○ ○ ○ 
灯油 ○ ○ ○ ○ 

・都市ガス世帯とＬＰガス世帯では、一般的に用途により使用するエネルギー種類が異なり

ます。 
 都市ガス世帯の場合は、暖房用に都市ガスを使用する世帯は比較的多くみられますが、Ｌ

Ｐガス使用世帯の場合は、暖房用にＬＰガスを使用する割合は非常に少なく、多くの世帯

が灯油を暖房用に使用します。 
 また、都市ガス世帯の場合、殆どの世帯が給湯用に都市ガスを使用していますが、ＬＰガ

ス世帯の場合は、給湯用に灯油を使用する世帯が若干みられます。このため、家計調査の

県庁所在地データを用いて、市区町村の家庭用エネルギー需要量を推計する際に、都市ガ

スを両地域の普及率の差で補正する場合には、都市ガス→LP ガス間での補正だけではな

く、都市ガス→LP ガス・灯油間での補正が必要となります。 
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表 2.3-6 ガス使用世帯で使用される用途 

用 途 都市ガス世帯 ＬＰガス使用世帯 

厨房用 ◎ ◎ 
給湯用 ◎ ○ 
暖房用 ○ ▲ 

  備考）◎：各ガス使用世帯のうち、ほぼ全ての世帯が使用する 
     ○：各ガス使用世帯のうち、比較的多くの世帯が使用する。 
     ▲：各ガス使用世帯のうち、使用する世帯は非常に少ない。 
 
●C 法（産業連関モデルによる方法） 
産業部門で説明した「産業連関モデル」における、家庭部門の推計方法を以下に示します。 
 

表 2.3-7 産業連関モデルによる民生家庭部門エネルギー消費量の推計方法 

部 門 推計方法 

全部門共通 電気、都市ガス：業種別契約種別販売データ 
石油：石油販売統計（県別） 

家庭部門 家計調査の地域別データを原データとする家庭用エネルギー統

計年報を元に推計 

 
●その他の方法 
民生家庭部門のエネルギー需要量の推計に際し、推計制度の向上を図るためには、補足調

査として、アンケートによるエネルギー消費実態調査等を行うことが望まれます。 
アンケート調査結果から、住宅属性、世帯属性別にエネルギー消費原単位を求め、対象の

地方公共団体の住宅属性、世帯属性を用いて、全体のエネルギー消費量を推計する方法が考

えられます。 
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(3)民生業務用 
 
●A 法（按分法） 
 
電力、石油製品： 
業務用エネルギー消費総量（所在都道府県） × 業務用延床面積（対象自治体分）    

                      業務用延床面積（所在都道府県） 
都市ガス ：ガス事業者販売量×延床面積（対象自治体分） 

               延床面積（全供給地域） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 2.3-7 民生業務部門 CO2 排出量推計フロー（A 法） 

 
【算定手順】 
民生部門業務系では、都市ガス・熱供給消費量は、供給区域毎の業務用販売実績値を「ガ

ス事業年報」「熱供給事業便覧」から入手し、必要に応じて「固定資産概要調書」から得ら

れる業務系建物床面積により按分する方法で推計します。 
電力消費量は「都道府県別エネルギー消費統計」で得られる所属都道府県における値を世

帯数により按分して推計する。石油製品消費量は「都道府県別エネルギー消費統計」で得ら

れる所属都道府県における値を基本として用います。石炭、石炭製品消費量は少量であるた

め 0 とします。 
「固定資産の価格等の概要調書」の「木造家屋に関する調書」「木造以外の家屋に関する

調書」のうち、旅館・料亭・ホテル、事務所・銀行・店舗、劇場・病院・公衆浴場の床面積

を足し合わせたものを業務系建物床面積とします。 

業務用
電力・石油消費量(A市)

①×（③／②）

業務用
電力・石油消費量(当該県)(①)

業務用
延床面積(A市分)(③)

業務用
延床面積(当該県)(②)

業務用
都市ガス販売量(当該事業者)(④)

業務用
都市ガス消費量(A市)

④×（③／②）

業務用CO2排出量
(A市分)

エネルギー種別
CO2排出係数
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①石油製品 
石油製品については、「都道府県別エネルギー消費統計」中に示された所属都道府県にお

ける消費量を、業務系建物床面積を基準に按分して推計します。ただし、LPG については

都道府県内市町村における都市ガス普及率の差を特に考慮する必要があるため、石油製品消

費量を LPG 消費量と灯油消費量、その他重油等の消費量に分配し、それぞれ別に按分を行

う必要があります。この分配比には「総合エネルギー統計」の民生最終部門における、全国

の LPG・灯油・重油等消費量比を用います。 
重油や灯油消費量は、それぞれ都道府県の値を業務系建物床面積で按分して推計します。 

 
（重油／灯油消費量）＝（都道府県石油製品消費量） 

×（全国重油／灯油消費量）÷（全国石油製品消費量） 
×（市町村業務系建物床面積）÷Σ（都道府県内各市町村業務系建物床面

積） 
 

都市ガス消費量は、都道府県内の各市町村の業務系建物床面積を、LPG 供給率（＝１－

都市ガス普及率）を乗じて補正し、この値により都道府県の LPG 消費量を按分して市町村

の値とします。 
 
（LPG 消費量）＝（都道府県石油製品消費量） 

×（全国 LPG 消費量）÷（全国石油製品消費量） 
×（市町村業務系建物床面積）×（１－市町村都市ガス普及率） 
÷Σ｛（都道府県内各市町村業務系建物床面積）×（１－都道府県内各市町

村都市ガス普及率）｝ 
 
これら重油、灯油、LPG の消費量を足し合わせたものを、民生業務部門における石油製

品の消費量とします。 
 
②都市ガス 
都市ガス消費量は、「ガス事業年報」に記載されている一または複数市町村から成る供給

区域ごとの商業用販売実績を、業務系建物床面積により按分して推計します。 
 
（消費量）＝（供給区域商業用販売量） 

×（市町村業務系建物床面積）÷Σ（供給区域内各市町村業務系建物床面

積） 
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この算定方法には、単位業務系建物床面積あたりの都市ガス消費量が供給区域内で一定と

仮定しています。また、部門と契約種別の不整合に起因する誤差が存在します。 
 

＜その他の方法＞ 
都市ガス事業者からの当該市町村分の業務用データの提供依頼が容易な場合には、ガス事

業者にデータ提供を依頼することにより、市町村単体への業務向け販売量を得る方法があり

ます。 
 
③電力 
電力消費量は、「都道府県別エネルギー消費統計」中に示された所属都道府県における電

力消費量の値を、業務系建物床面積により按分して推計します。この算定方法には、単位業

務系建物床面積あたりの電力消費量が供給区域内で一定と仮定していることに起因する誤

差が存在します。 
 
（消費量）＝（都道府県消費量）×（市町村業務系建物床面積）÷Σ（都道府県内各市

町村業務系建物床面積） 
 

＜その他の方法＞ 
電気事業者からの当該市町村分の業務用データの提供依頼が容易な場合には、民生業務に

対応する契約種別として、業務用電力、低圧電力、事業用電力、大口その他業種向販売量、

特定規模需要非製造向販売量、公衆街路用電灯販売量のデータを使用します。 
この方法においては、部門と契約種別の不整合に起因する誤差が存在することや、特定電

気事業者や卸電気事業者の供給する電力分が含まれないことに留意が必要です。 
 
④熱供給 

熱供給は、販売実績を事業者が供給区域毎に把握しています。この値は「熱供給事業便覧」

に記載されており、「業務用・その他分」販売熱量を業務用とみなします。市町村内に複数

の熱供給事業者が供給を行っていることもあるので、該当する全ての熱供給区域の販売実績

量を合算します。 
 
（消費量）＝Σ｛（供給区域業務用販売量）×（市町村業務系建物床面積） 

÷Σ（供給区域内各市町村業務系建物床面積）｝ 
 
 最後に、推計したエネルギー種別消費量に、エネルギー種別排出係数を乗じて、CO2 排出

量を算出します。 
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●B 法（積み上げ法） 
業種別エネルギー消費原単位×延床面積 
    （全国）    （当該自治体分） 

 
・既存統計（固定資産、公共施設 状況調等）から、市域の業種別延床面積を推計します。

・電力会社、都市ガス：供給事業者の産業用販売量実績値で、上記結果を補正します。

・算定公表制度による対象自治体分の業務関連事業所の排出量と、対象業種の排出量を

比較し整合性を確認します。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 2.3-8 民生業務部門の CO2 排出量推計フロー（B 法） 

 
【算定手順】 
 既存統計から、対象地方公共団体における業種別延床面積を推計し、これに業種別エネル

ギー消費原単位を乗じて業種別エネルギー消費量を試算します。更に、電力、都市ガスの商

業用販売量で補正します。 

補正

固定資産税による
民間建物種類別延床面積(A市)

公共建物種類別
延床面積(A市)

業種別
ｴﾈﾙｷﾞｰ消費原単位

(全国)(②)

業種別
ｴﾈﾙｷﾞｰ消費種別消費量(A市)

(③＝①×②)

市施設分
ｴﾈﾙｷﾞｰ消費量(A市)

業務用
電力・ガス販売量(A市)

業種別
ｴﾈﾙｷﾞｰ消費種別消費量(A市)

業種別延床面積(A市)(①)

エネルギー種別
CO2排出係数

業種別
CO2排出量(A市)
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①延床面積の推計 
 業種別延床面積を既存統計をもとに推計します。基本的に、民間建物については、「固定

資産の価格等の概要調書」、公共建物のうち国有財産分については、財務省の国有財産リ

スト、国有財産分以外については、「公共施設状況調書」を使用します。詳細の延床面積

の推計方法は、資料編を参照して下さい。 
 推計対象の業種分類は、以下のとおりです。 

 事務所ビル                     
 卸・小売業                    
 飲食店                    
 学校・試験研究機関      
 ホテル・旅館 
 劇場・娯楽場 
 病院・医療関連施設 
 その他サービス業 

②業種別エネルギー消費量の試算 
 上記①で推計した業種別延床面積に、既存文献による業種別エネルギー消費原単位（面積

当たりエネルギー消費量）を乗じて試算します。 
③エネルギー供給データによる補正 
 上記②で求めた業種別エネルギー消費量に対し、対象地方公共団体の地域分の電力及び都

市ガスの販売実績値を用いて補正し、最終的な民生業務用エネルギー消費量とします。 
 最後に、エネルギー種別消費量に、エネルギー種別排出係数を乗じて、CO2 排出量を算

出します。 
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【使用するデータ】 
 

データ名称 
 

資料名称、出典 
対象  

データの特徴 
地

域

別

業

 
種

その他

業種別エネルギー 
消費原単位 
（MJ/㎡） 

｢各種建築物のエネルギー消費構 
造調査｣国土交通省 

●

 
全

業

種

大規模 
中心 

現在、2007 年度実績を調査中。 
地域分類、業種分類有 

｢民生部門エネルギー消費実態調査」

(財)日本エネルギー経済研究所 
● 全

業

種

 2005 年度調査迄 
年により調査対象業種が異なる。 
業務用エネルギー消費量のデータベー

スとして最初のもの。 
｢建築物エネルギー消費量調査｣ 
(Ａ調査) 
(社)日本ビルエネルギー総合管理 
技術協会 

●

 
 
 

一

部

業

種

 
 
 
 

事務所ビルが主な対象。地域分類有 
1976 年以降経年で継続的な調査が実施

されている。 

｢エネルギー消費統計｣ 
経済産業省 
 

●

 
全

業

種

 
 

地域分類有、業種分類もやや細かい。試

行段階でありデータがまだ安定してい

ない。 
業種別原単位は、総量のみでエネルｇヒ

ー種別割合は無し 
業務系団体の｢環境自主行動計画｣ × 一

部

業

種

 現況推計の中で、エネルギー消費原単位

が経年で提示されている。但し、延床面

積当たりエネルギー消費原単位以外の、

原単位を使用しているケースが有り、留

意する必要有り。 
業種別 
延床面積の推計 

資料編の「業種別延床面積推計」を参照のこと。 

 
【推計上の留意点】 
・業務用エネルギー消費原単位の指標は、延床面積あたりエネルギー消費量が一般的です。

但し、飲食業などは、従業員数や売上規模当たりエネルギー消費量を採用した方が、推計

精度が高くなる場合もあります。原単位指標の選定については、地域の判断に任せるもの

とします。 
・飲食業の場合、飲食店の種類によりエネルギー消費原単位は大きく異なっています。 
飲食店については、業種別エネルギー消費原単位の既存データが整備されている範囲で、

可能な限り業種の細分類別に推計することが望まれます。 
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●C 法（産業連関モデルによる方法） 
産業部門で説明した「産業連関モデル」における民生業務部門の推計方法を以下に示しま

す。 
 
表 2.3-8 産業連関モデルによる民生業務部門エネルギー消費量の推計方法 

部 門 推計方法 

全部門共通 電気、都市ガス：業種別契約種別販売データ 
石油：石油販売統計（県別） 

業務部門 業務用業種別延床面積を県別に求め推計 

 
●その他の方法 
 民生業務部門のエネルギー需要量の推計に際し、推計制度の向上を図るためには、産業部

門と同様に、エネルギー管理指定工場や、算定公表制度の対象事業者に対し、アンケート調

査を実施し、上記で推計したエネルギー消費量を補正することが望まれます。 
 また、エネルギー管理指定工場や、算定公表制度の対象事業者以外の事業者でも、地方公

共団体の地域内に立地する特徴的な施設、例えば大型ロードサイド店舗に対しアンケート調

査を行い、現状のエネルギー消費原単位（面積当たりエネルギー消費量）を把握しておくこ

とが望まれます。 
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(4)運輸部門 
 
1)運輸部門計 
●Ｃ法（産業連関モデルによる方法） 

産業部門で説明した「産業連関モデル」における運輸部門の推計方法を以下に示します。 
 
表 2.3-9 産業連関モデルによる運輸部門エネルギー消費量の推計方法 

部 門 提案手法 
全部門共通 電気、都市ガス：事業者別契約種別販売ﾃﾞｰﾀ石油：石油

販売統計(県別) 
運輸部門 
 

県別石油等販売統計を元に推計 
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2)自動車 
●A 法（按分法）」 
 
車種別エネルギー消費原単位（全国､所在地域） ×車種別保有台数（対象自治体分） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 2.3-9 自動車の CO2 排出量推計フロー（A 法・都道府県の場合） 

 
 
 
 
 
 
 
 

　　　    車種別構成比
           のみ使用

           ガソリン

車種別燃料種別
総燃料使用量

(全国もしくは地域）
(①) 車種別燃料種別

保有台数(全国もしくは地域）
(②)

車種別燃料種別
1台当燃料使用量
(全国もしくは地域）

(③＝①÷②) 車種別燃料種別
保有台数(Z県）

(④)

車種別燃料種別
ｴﾈﾙｷﾞｰ消費量(Z県）

(⑤＝③×④)

ガソリン販売量(Z県）
(⑥)

製造業
ガソリン使用量(Z県）

※推計結果
(⑦)

車種別
軽油、LPガス消費量(Z県）

自動車用
ガソリン販売量(Z県）

(⑥－⑦)

車種別
ガソリン消費量(Z県）

エネルギー種別
CO2排出係数

自動車CO2排出量
(Z県）
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図 2.3-10 自動車の CO2 排出量推計フロー（A 法・市区町村の場合） 

 
【算定手順】 
①「自動車輸送統計年報」の車種別燃料種別燃料使用量の全国値、もしくは当該地域の値を

車種別燃料種別の保有台数で除すことにより、車種別燃料種別 1 台当たり年間燃料使用

量を試算します。 
②これに当該公共団体の地域の車種別燃料種別保有台数を乗じることにより、同地域の自動

車用エネルギー使用量を試算します。 
③都道府県の場合のみ、「資源・エネルギー統計年報」経済産業省の石油製品製造・輸入業

者都道府県別販売量の当該都道府県のガソリン販売量と、産業部門で推計した当該都道府

県分のガソリン使用量の差分を自動車分使用量とみなし、上記②のガソリン使用量を差し

替えます。なお、ガソリン使用量の車種別内訳は、上記②で求めた構成比を使用します。 
④最後に、エネルギー種別消費量に、エネルギー種別排出係数を乗じて、CO2 排出量を算

出します。 
 
【使用するデータ】 

 車種別燃料種別消費量：「自動車輸送統計年報」(社)日本自動車会議所 
 車種別燃料種別保有台数（全国もしくは地域）：同上 
 車種別保有台数（当該地方公共団体）：当該地域の陸運事務所等 
 都道府県別ガソリン販売量：「資源・エネルギー統計年報」経済産業省 

車種別燃料種別
総燃料使用量

(全国もしくは地域）
(①) 車種別燃料種別

保有台数(全国もしくは地域）
(②)

車種別燃料種別
1台当燃料使用量
(全国もしくは地域）

(③＝①÷②)

車種別燃料種別
保有台数(A市）(④)

自動車用
ｴﾈﾙｷﾞｰ消費量(A市）(⑤＝③×④)

エネルギー種別
CO2排出係数

自家用車用
CO2排出量（Ａ市）
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1)自動車 
●Ｂ法（積み上げ法） 
「市区町村別自動車交通 CO2 排出テーブル」の市区町村別自動車分 CO2 排出量データ

の使用 
 
 国立環境研究所では、道路交通センサス自動車起終点(OD)調査データをもとに、全国の

市区町村別の自動車による温室効果ガス排出量を推計し、「市区町村別自動車交通 CO2 排

出テーブル」として公表しています。 
 地方公共団体が、地域の自動車分の温室効果ガス排出量把握する際に、本データをそのま

ま使用することが可能です。データを希望する地方公共団体は、環境省を通じて入手できま

す。 
 但し、本データは、推計の元データの OD 調査が概ね 5 年毎に実施される調査のため、

本データも概ね 5 年毎のデータとなることに留意し、調査が行われない年次については別

途推計が必要です。 
 
表 2.3-10 自動車分 CO2 排出量の推計・集計方法の主な推計手順と特徴 

集計方法 データと推計手順 特徴 

登録地 OD(自動車起終点)調査や PT(パー

ソントリップ)調査の個票データ

に排出係数を乗じて市区町村単位

に集計。 

居住者や地元企業の保有車両を対象

とする政策評価に利用可能。  

目的地 通勤，買物，レジャー等の来客を対象

とする政策評価に利用可能。  
出発地 目的地集計の方が，移動目的と活動目

的が一致する点で望ましい。  

通過地 道路交通センサス箇所別基本表断

面交通量に排出係数を乗じた上

で，道路区間長で市区町村に按分。

道路からの排出抑制策評価に利用可

能だが，迂回等の副次的影響評価には

向かない。 
給油地 都道府県別燃料販売額等に排出係

数を乗じた上で，ガソリンスタン

ド数で市区町村に按分。 

排出総量の把握や燃料対策評価に適

するが，単独では車種選択や交通行動

対策評価には向かない。 
備考）登録地：使用の本拠／使用者の住所 
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表 2.3-11 「市区町村別自動車交通 CO2 排出推計テーブル」の要素 

（つくば市の平成 17 年の例） 
 
 
 
 
 
資料）「第３回新地方公共団体実行計画策定マニュアル等改訂検討会資料(2008.11.21)－ 

交通部門の CO2 排出量推計と削減策－」(独）国立環境研究所、松橋啓介 
 
なお、「市区町村別自動車交通ＣＯ２排出推計テーブル」による毎年の排出量の推計方法に

ついては、資料編を参照して下さい。 
  
 
 
 
 

項目 単位 軽乗用車 乗用車 バス 軽貨物車
小型

貨物車
貨客車

普通
貨物車

特殊車 全体

人口あたり台数 台/千人 38.7 345.8 0.9 42.1 16.7 9.5 12.2 4.8 470.8
台あたりトリップ数 Trip/台 2.79 2.56 4.27 2.66 2.78 2.43 3.05 3.15 2.61
トリップ当たり距離 km/Trip 9.1 11.8 16.6 7.6 12.6 8.4 35 15.4 11.9
原単位 gCO2/km 220.2 293.5 754.3 227 290.3 290.3 671.2 671.2 -
年間排出量 tCO2 13,233 185,351 2,920 11,815 10,309 3,415 53,069 9,455 289,566
平均乗車人員 人 1.24 1.36 21.55 1.24 1.3 1.22 1.06 1.27 1.4
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2)鉄道 
●A 法（按分法） 
【環境報告書等でエネルギー消費量等が公表されている場合】 
鉄道事業者別エネルギー消費量 × 営業キロ数（対象地方公共団体分） 

                     営業キロ数（全路線） 
 
【算定公表制度で温室効果ガス排出量が公表されている場合】 
算定公表制度に基づく鉄道事業者別 CO2 排出量 × 営業キロ数（対象地方公共団体分）

                              営業キロ数（全路線） 
 
◇環境報告書等でエネルギー消費量等が公表されている場合 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
図 2.3-11 鉄道のエネルギー消費量推計フロー（A 法：その 1） 

 
◇算定公表制度で温室効果ガス排出量が公表されている場合 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 2.3-12 鉄道の CO2 排出量推計フロー（A 法：その 2） 

算定公表制度による
対象鉄道事業者のCO2排出量

(①)

対象鉄道事業者の
営業キロ数の

(A市分／全路線）比率
(②)

鉄道事業者
CO2排出量(A市）

(③＝①×②)

鉄道事業者別
エネルギー消費量

(①)

対象鉄道事業者の
営業キロ数の

(A市分／全路線）比率
(②)

鉄道用
ｴﾈﾙｷﾞｰ消費量(A市）

(③＝①×②)

エネルギー種別
CO2排出係数

鉄道用
CO2排出量(A市）
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【算定手順】 
◇環境報告書等でエネルギー消費量等が公表されている場合 
①当該鉄道事業者の環境報告書や企業ホームページ等で、鉄道事業分のエネルギー消費量実

績値が公表されている場合には、同消費量に鉄道の全路線長に対する当該自治体地域内の

路線長の割合を乗じて、当該自治体分のエネルギー消費量を試算します。 
②ここで求めた当該自治体分のエネルギー消費量に、エネルギー種別排出係数を乗じて、温

室効果ガス排出量を試算します。 
 
◇算定公表制度で温室効果ガス排出量が公表されている場合 
①温室効果ガス排出量算定公表制度の対象事業者の場合、報告されている温室効果ガス排出

量に、鉄道の全路線長に対する当該自治体地域内の路線長の割合を乗じて、当該自治体分

の温室効果ガス排出量を試算します。 
 
【使用するデータ】 

 鉄道事業者別エネルギー消費量：鉄道事業者の環境報告書、企業ホームーページ 
 算定公表制度による鉄道事業者の温室効果ガス排出量：環境省 
 鉄道事業者の全路線長、当該地方公共団体地域分の鉄道の路線長：鉄道時刻表 
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3)船舶 
●A 法（按分法） 
船舶分エネルギー消費量（全国） × 船舶分輸送量（対象自治体分） 
                   船舶分輸送量（全国） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 2.3-13 船舶の CO2 排出量推計フロー（A 法） 

 
【算定手順】 
①全国の船舶分エネルギー消費量を、船舶による輸送量（輸送トン数、旅客数）の全国値で

除して、輸送量当たりのエネルギー消費量を試算します。 
②当該地方公共団体の港湾における輸送トン数、旅客数を乗じて、船舶分エネルギー消費量

を試算します。 
③ここで求めた船舶分エネルギー消費量に、エネルギー種別排出係数を乗じて、温室効果ガ

ス排出量を試算します。 
 
【使用するデータ】 

 船舶分燃料消費量（全国）：「交通経済統計要覧」(財)運輸政策研究機構 
 船舶分輸送量（全国）  ：「交通経済統計要覧」(財)運輸政策研究機構 
 船舶分輸送量（当該地方公共団体の地域分）：地方公共団体統計書等 

 
 

船舶分燃料消費量
(全国)

船舶分
輸送量(貨物：トン、旅客：人）

(A市)

船舶
輸送量当たり

ｴﾈﾙｷﾞｰ消費(全国)

船舶分輸送量
(全国)

船舶用エネルギー消費量
(A市)

船舶用温室効果ガス排出量
(A市)

エネルギー種別
CO2排出係数
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4)航空 
●B 法①（積み上げ法） 
航空分エネルギー消費量（対象自治体分） ×国内着陸便数（対象自治体分） 
                         国内国際着陸便数（全国） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 2.3-14 航空の CO2 排出量推計フロー（B 法①） 

 
【算定手順】 
◇国内便のみの離発着のある飛行場の場合 
①地方公共団体の地域にある飛行場の燃料消費量実績値に、エネルギー種別排出係数を乗じ

て温室効果ガス排出量を試算します。 
 
◇国内便・国際便双方の離発着のある飛行場の場合 
①地方公共団体の地域にある飛行場の燃料消費量実績値と、同飛行場の着陸回数から、着陸

回数当たりのエネルギー消費量を試算します。 
②①で求めた着陸回数当たりエネルギー消費量に、同飛行場の国内便着陸回数を乗じて、国

内便のエネルギー消費量を試算します。 
③国内便のエネルギー消費量に、エネルギー種別排出係数を乗じて、温室効果ガス排出量を

試算します。 
 
【使用するデータ】 
  空港別国内国際航空燃料使用量・発着回数：「空港管理状況調書」国土交通省 
  

国内国際航空燃料消費量
(Ａ市)

国内便着陸回数
(Ａ市)

航空着陸回数当たり
ｴﾈﾙｷﾞｰ消費量(Ａ市)

着陸回数
(Ａ市)

航空用エネルギー消費量
(Ａ市)

エネルギー種別
CO2排出係数

航空用CO2排出量
(Ａ市)
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4)航空 
●B 法②（積み上げ法） 
航空分エネルギー消費量（対象自治体分） ×国内着陸便数（対象自治体分） 

                  国内国際着陸便数（全国） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 2.3-15 航空の CO2 排出量推計フロー（B 法②） 

 
【算定手順】 
◇国内便のみで国際便の離発着の無い飛行場の場合 
①地方公共団体の地域にある飛行場の燃料消費量実績値に、エネルギー種別排出係数を乗じ

て温室効果ガス排出量を試算します。 
 
◇国内便・国際便両方の離発着のある飛行場の場合 
①全国平均の国内・国際便別の燃料消費量実績値を、同飛行場の国内・国際便別の着陸回数

で除すことにより、全国平均の国内・国際便別の着陸回数当たりのエネルギー消費量を試

算します。 
②①で求めた全国平均の国内・国際便別の着陸回数当たりのエネルギー消費量に、地方公共

団体の地域にある飛行場の国内・国際便の着陸回数を乗じて、同飛行場の仮の国内・国際

便別のエネルギー消費総量を試算します。 
③②で求めた同飛行場の仮の国内・国際便別のエネルギー消費総量の国内・国際便別構成比

※国内・国際別 ※総量を使用

燃料消費構成比のみ
使用

国内国際別航空燃料消費量
(全国)

国内国際便着陸回数
(Ａ市)

航空国内国際別着陸回数当たり
エネルギー消費量(全国)

国内国際別着陸回数
(全国)

航空用エネルギー消費量
(Ａ市)

国内国際航空燃料消費量
(Ａ市)

国内国際別航空燃料消費量
(Ａ市)

エネルギー種別
CO2排出係数

航空用CO2排出量
(Ａ市)
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を用いて、同飛行場の国内・国際便のエネルギー消費総量実績値の国内便分・国際便分を

求めます。このうち国内便分エネルギー消費量のみを航空エネルギー消費量とします。 
④③で求めた航空エネルギー消費量に、エネルギー種別排出係数を乗じて、温室効果ガス排

出量を試算します。 
 
【使用するデータ】 
  空港別国内国際航空燃料使用量・発着回数：「空港管理状況調書」国土交通省 
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2.4  エネルギー起源 CO2 以外の温室効果ガス排出量の算定 
 
エネルギー起源 CO2 以外の温室効果ガスについては、都道府県別エネルギー消費統計の

ような公的な統計が整備されていません。従って、既に現況推計を行っている地方公共団体

においては、継続性を考慮し、今後も独自の手法にて算定することができるものとします。

その場合であっても、算定・報告・公表制度に基づく公表データ又は請求によって得られる

データを検証などに活用することが考えられます。 
新たに把握を行う場合、以下に示す手法による把握が考えられます。 
なお、ここで示す手法については、ガイドライン第 3 版に示したものと基本的に同一で

すが、一部、エネルギー起源 CO2 排出量の調査方法にあわせて推計方法を変更した箇所が

あるので留意して下さい。 
 
(1)工業プロセス分野 
工業プロセス分野で対象とする排出源ごとの把握方法を簡単に示します。多くの排出源は

事業者のデータが必要である一方、事業者は地域を問わず対策を進めていることから、可能

な範囲での把握に留めることが望まれます。 
 
1)工業プロセスから発生する CO2 
セメント、生石灰、ソーダ石灰等の製造に伴う CO2 の排出量の把握には、セメントクリ

ンカー製造量や、石灰石・ドロマイトといった原料の使用量が必要です。地方公共団体の統

計や事業者の公表値によって把握が可能な場合は、排出係数を乗じて排出量を把握します。 
 
2)工業プロセスから発生する CH4 
カーボンブラック等、化学製品の製造に伴う CH4 の排出量の把握には、化学製品の製造

量が必要です。 
CO2 と同様、地方公共団体の統計や事業者の公表値によって把握が可能な場合は、排出

係数を乗じて排出量を把握します。 
 
3)工業プロセスから発生する N2O 
アジピン酸及び硝酸の製造時に発生する N2O については、事業者が特定可能です。可能

な範囲で聞き取り調査等により、直接排出量を把握するか、生産量に対して排出係数を乗じ

て排出量を把握します。 
 
4)燃料の燃焼に伴い発生する CH4 及び N2O 
燃料の燃焼に伴い発生する CH4 及び N2O の排出量の把握には、炉の種類ごとの燃料使

用量が必要です。炉の種類毎のデータについては、大気汚染防止法に基づく大気汚染物質排
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出量総合調査の個票データに記載されています。同データの活用について事業者と合意が得

られる場合は、排出係数を用いて把握することが考えられます。 
 
5)自動車の走行に伴い発生する CH4 及び N2O 

自動車の走行に伴い発生する CH4 及び N2O の排出量の把握には、自動車の種類毎の走

行キロが必要です。地方公共団体内での走行キロの把握が可能である場合は、排出係数を乗

じて排出量を把握します。 
走行距離の把握ができない場合には、全国の一台当たり走行距離のデータを用いて推計し

ます。算定式は、以下のとおりです。 
 

自動車車の走行に伴い発生する CH4 及び N2O 
＝車種別保有台数（対象地方公共団体）×車種別 1 台当走行距離（全国）×排出係数 

 
(2)廃棄物分野 
廃棄物分野は、廃棄物の焼却、廃棄物の埋立、排水処理、廃棄物の燃料代替等利用、の４

分野に大別されます。このうち、特に一般廃棄物及びし尿に関する排出活動については、そ

の処理フローを示した上で、場面毎の排出量の把握方法について示します。なお、ここで示

す一般廃棄物の処理フローは、実際には地方公共団体によって異なるものであり、このフロ

ーを適切に捉えた上で、排出源となる活動量を正しく把握することが重要です。 
産業廃棄物については処理フローを示していませんが、最終処分だけではなく中間処理の

方法も踏まえ、排出量を把握することが重要です。 
活動量の詳細な把握方法は、「温室効果ガス排出量算定に関する検討結果 第４部 廃棄物

分科会報告書（平成 18 年 8 月 環境省温室効果ガス排出量算定方法検討会）」を参照して下

さい。 
この報告書に示すとおり、一般廃棄物の活動量は環境省が行っている「一般廃棄物処理事

業実態調査」に提出している各地方公共団体のデータの活用が考えられます。産業廃棄物の

活動量は各県が行っている産業廃棄物実態調査のデータや、環境省が行っている「廃棄物の

広域移動対策検討調査及び廃棄物等循環利用量実態調査報告書」のデータの活用が考えられ

ます。 
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1)廃棄物の焼却に伴い発生する CO2 
地方公共団体内の一般廃棄物（廃プラスチック、合成繊維くず）及び産業廃棄物（廃油、

廃プラスチック類、特別管理産業廃棄物）の焼却量に、廃棄物の種類毎の排出係数を乗じて

排出量を推計します。 
一般廃棄物については、焼却施設における焼却量が活動量に該当します（CH4 及び N2O

も同じです）。 
 
2)廃棄物の焼却に伴い発生する CH4、N2O 
一般廃棄物の焼却処理に伴って発生する CH4 及び N2O については、焼却処理施設の種

類ごと（連続燃焼式、准連続燃焼式、バッチ燃焼式）の焼却量に、施設種類別の排出係数を

乗じて推計します。焼却処理施設ごとの焼却量が不明の場合、焼却処理全体量を施設の処理

能力により按分します。 
産業廃棄物については、廃棄物の種類毎（汚泥、廃油）の焼却処理量に排出係数を乗じて

算出します。下水汚泥の焼却に伴う N2O については、炉種や温度によって排出係数が異な

る点に留意が必要です。 
 
3)埋立処理場から発生する CH4 
廃棄物の管理型処分場への埋立処分に伴う CH4 の排出については、固形廃棄物（食物く

ず、紙くず、繊維くず、木くず、下水汚泥、し尿処理施設に係る汚泥、浄水処理に係る汚泥、

製造業に係る有機性の汚泥）の分解量に種類別の排出係数を乗じて推計します。 
なお、廃棄物が完全分解されるまでメタンを排出することから、食物くずは 10 年、紙く

ず、繊維くずは 21 年、木くずは 103 年、下水汚泥、し尿処理施設に係る汚泥、浄水処理に

係る汚泥、製造業に係る有機性の汚泥は 11 年まで遡って各年の直接埋立処分量を推計し、

これにそれぞれ、1/10、1/21、1/103、1/11 を乗じて分解量を推計します。その際、過去の

埋立処分量についてデータが整備されていない場合は、入手可能な範囲で算定を行うことと

します。 
不法投棄等の不法処分に伴う CH4 の排出については、管理処分場からの排出のうち、嫌

気性処分の排出係数を用いて推計します。 
有機性廃棄物のコンポスト化に伴う CH4 の排出については、有機性廃棄物のコンポスト

化量に排出係数を乗じて推計します。その際、コンポスト化量は、その水分量に応じて把握

する必要があり、水分量 50％以上を wet、同 50％未満を dry とします。 
 
4)排水処理に伴い発生する CH4、N2O 

産業排水処理、終末処理場、生活排水処理施設及びし尿処理施設における処理量等を把握

し、参考に示す施設種類別の排出係数を乗じて推計します。また、単独処理浄化槽等を通じ

て生活排水が自然界で分解されるケースについても、自然界への排出量に排出係数を乗じて
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推計します。 
産業排水処理については、産業廃水中の有機物量に対して排出係数を乗じて推計します。 

終末処理場については、下水の処理量（一次処理量を除く）に排出係数を乗じて推計します。 
生活排水処理施設（コミュニティ・プラント、既存単独浄化処理浄化槽、浄化槽（既存単

独処理浄化槽を除く）、くみ取り便槽）については、施設の排水処理人口に排出係数を乗じ

て推計します。 
し尿処理施設については、し尿処理量及び浄化槽からの汚泥処理量に処理方法毎の排出係

数を乗じて推計します。 
生活排水の自然界における分解については、未処理のまま公共用水域に排出された生活排

水中の有機物量に排出係数を乗じて推計します。 
 
5)廃棄物の燃料代替等としての利用に伴い発生する CO2、CH4、N2O 
一般廃棄物（プラスチック）、産業廃棄物（廃プラスチック類、廃油、木くず）及び廃タ

イヤについて、原燃料利用量に対して排出係数を乗じて推計します（木くずについては、

CO2 は算定対象外）。プラスチック、廃プラスチック類及び廃タイヤは乾燥ベース、廃油及

び木くずは排出ベースで把握を行う必要です。 
ごみ固形燃料（RDF・RPF）については、RDF 及び RPF の燃料利用量（乾燥ベース）

に対して排出係数を乗じて推計します。 
 
(3)農業分野 
1)水田から排出される CH4 
地域内の水田の作付面積に、水田の種類毎の排出係数を乗じて推計します。 

 
2)家畜の飼養に伴い発生する CH4 
家畜の種類毎の飼養頭数に、家畜の種類毎の排出係数を乗じて推計します。 

 
3)家畜の排せつ物の管理に伴い発生する CH4 
牛、豚については、排せつ物の処理方法毎のふん尿中の有機物量に、その他の家畜は家畜

の種類毎の飼養頭数に、排出係数を乗じて推計します。 
 
4)家畜の排せつ物の管理に伴い発生する N2O 
牛、豚については、排せつ物の処理方法毎のふん尿中の窒素量に、その他の家畜は家畜の

種類毎の飼養頭数に、排出係数を乗じて推計します。 
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5)農業廃棄物の焼却に伴い発生する CH4、N2O 
焼却処理される農作物の種類毎の処理量に、排出係数を乗じて推計します。 

 
6)耕地における肥料の使用に伴い発生する N2O 
作物の種類毎の使用された肥料に含まれる窒素量に、排出係数を乗じて推計します。 

 
(4)代替フロン等３ガス分野 

代替フロン等３ガス（HFC、PFC 及び SF6）については、都道府県レベルでは活動量の

把握が困難な場合が多いと考えられます。３ガスの製造時の排出など、事業者のデータが必

要なものについて、把握が困難な場合は対象外として差し支えないものとします。 
冷蔵庫、空調機器等の民生用機器については、製造時、使用時、廃棄時に排出される可能

性がありますが、これらの把握は困難な場合が多いと考えられます。 
冷蔵庫、エアコン、カーエアコンについてのみ、使用時の漏洩に伴う排出について使用台

数を把握し、推計することが可能と考えられます。 
台数の把握について、冷蔵庫、エアコンは、「消費動向調査」内閣府にある全国ベースの

世帯あたり保有台数（保有率）や、民間調査機関が実施している普及率調査（例）「世帯イ

ンデックスリポート」(社)中央調査社等）のデータを活用することが考えられます。 
カーエアコンは、運輸部門の温室効果ガス排出量の推計時に使用する自動車車種別保有台

数を使用することが考えられます。 
 
(5)森林等の吸収源 
  
※算定方法については、現在内部で検討中 
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2.5  排出増減要因分析方法 
 
温室効果ガス排出抑制に向けて、今後実施すべき対策・施策を検討する上では、地域にお

ける温室効果ガス排出状況の分析を行う必要があります。 
排出状況の分析では、①地域の排出状況にどの様な特徴があるのか、②現況の排出量の増

減がどの様な要因により起こっているかを分析することが望ましいと考えられます。 
上記の 2 点について分析方法の例を紹介します。ここで示す手法は、あくまでも一例で

あり、各地方公共団体の持つ独自の情報等を有効に活用し、特に排出量が増加している部門

について、その要因をできるだけ正確に捉えることが望ましいと考えられます。 

 
2.5.1 地域の排出状況の分析方法 
 
 地方公共団体の地域の温室効果ガス排出状況を分析する上でのポイントを以下に示しま

す。 
●温室効果ガス排出量の部門別割合で見た場合、排出量の多い部門はどこか？ 

→ 部門別割合を、国全体の平均値や、類似した他の市町村と比較することにより、地方

公共団体の温室効果ガス排出の特徴が明らかになります。 
  例えば、産業部門の排出割合が高い都市、産業部門の割合が低い都市（民生、運輸部

門の割合が高い都市）等がわかります。 
  政令指定都市の、エネルギー起源 CO2 排出量の部門別割合をみると、千葉市、川崎

市、北九州市が、産業に特化した温室効果ガス排出状況になっていることがわかりま

す。 
→ 地方公共団体で、温暖化対策・施策の重点をどこにおくべきかの検討材料として、部

門別構成比は役に立つものと思われます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 2.5-1 国全体及び政令指定都市のエネルギー起源 CO2 排出量の部門別割合 
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●各部門の中で、温室効果ガス排出量の多い分野はどこか？ 
→ 産業部門では、製造業の中で温室効果ガス排出量の多い業種は何か、エネルギー多消

費産業の有無など、民生業務部門では、温室効果ガス排出量の多い業種はどこか、延

床面積の大きい業種はどこかなどを把握します。 
  特に、民生業務部門の場合、国全体の業種別エネルギー消費量や業種別延床面積と比

較することにより、地域の特徴を明らかにすることができます。例えば、ロードサイ

ド型大型店主体で、大型小売店の占める割合が高いこと等が考えられます。 
→ これらの分析は、各部門の中で、対策・施策の対象をどこに置くべきかの検討材料に

なるものと考えられます。 
 
2.5.2 要因分析方法 
 
(1)要因分析の考え方 
エネルギー起源 CO2 の排出量は、基本的に以下の構造式に分解することができます。 
 

CO2 排出量＝活動量 
×エネルギー消費原単位（エネルギー消費量÷活動量） 
×炭素集約度（CO2 排出量÷エネルギー消費量） 
 
温室効果ガス排出量の増減が、どの様な要因で起こっているかを分析するために、上記の

式の①活動量、②原単位、③炭素集約度別の、増減要因の分析項目の例を以下に示す。 
 
表 2.5-1 温室効果ガス排出増減要因分析項目（その 1） 

部門 要素 分析項目 

産業部門 活動量 
 

事業所数の増減 
業種別事業所数の増減 
業種別製造品出荷額の増減 
国全体での製造品出荷額の増減 

原単位 
 

事業所の生産能力の増減 
業種別エネルギー消費原単位の増減 
国全体でのエネルギー消費原単位の増減 

炭素集約度 
 

業種別燃料構成の変化 
エネルギー単価の変化 
電気の温室効果ガス排出係数の変化 
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表 2.5-2 温室効果ガス排出増減要因分析項目（その 2） 

部門 要素 分析項目 
 
民生 
家庭部門 

活動量 世帯数の変化 
人口の変化 

原単位 世帯属性（世帯員数、家族類型） 
住宅属性（延床面積、集合化率）の変化 
外気温の変化（暖房度日、冷房度日） 
家電製品の普及状況 
省エネルギー機器の普及状況 
住宅の断熱性能の変化 

炭素集約度 電力化率、都市ガス普及率 
都市ガスの天然ガス化の状況 
電気の温室効果ガス排出係数の変化 

民生 
業務部門 

活動量 業種別事業者数の増減 
業種別延床面積の増減（業種構成の変化） 

原単位 業種別エネルギー消費原単位の増減 
外気温の変化（暖房度日、冷房度日） 
業務施設の稼働率の変化（年間営業時間、テナント入

居率） 
炭素集約度 業種別燃料構成の変化 

エネルギー単価の変化 
都市ガス普及率 
都市ガスの天然ガス化の状況 
電気の温室効果ガス排出係数の変化 

運輸部門 活動量 自動車保有台数の変化 
原単位 自動車燃費の変化 

自動車輸送量の変化 
自動車の車種別構成の変化 
交通手段分担率の変化 
公共交通機関の利便性の利便性向上等変化の有無 

炭素集約度 低公害車の普及状況 
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2.6  温室効果ガス排出量算定に必要なデータの整理 
 
温室効果ガス排出量算定に既存データを使用する際には、そのデータの特徴

を把握しておくことが望ましいと考えられます。 
各々のデータ自体の調査方法、データの特徴として使用する際の留意点を整

理して一覧にして提示します。 
 

表 2.6-1 温室効果ガス排出量算定に利用可能なデータの一覧（その 1） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

産
業

民
生
家
庭

民
生
業
務

運
輸

エ
ネ
転

廃
棄
物

そ
の
他

エネ
ル
ギー

活動
量

その
他

製造業 ● ● 統計書 毎年 アンケート調査 ･都道府県政令指定都市別
業種別 ･業種分類が細かい
エネルギー消費量 ･30人以上事業所対象

･2000年度以降廃刊

製造業・業務用 ● ● ● 統計書 毎年 各種統計から推計 ･全国平均値のみ
業種別
エネルギー消費量

製造業・業務用 ● ● ● 毎年 アンケート調査
業種別
エネルギー消費量
エネルギー消費原単位

都道府県別 ● ● ● ● ● ● 毎年 各種統計から推計 ･都道府県別業種別
部門別エネルギー消費量 ･運輸部門が自動車のみ

･最新値が3年遅れ

※家庭用 ● ● 5年で1サイクル「アンケート調査」 ･業務用は地域別、業種別
エネルギー消費原単位 ･家庭用は、地域別
※業務用 ･2003年度で終了
業種別
エネルギー消費原単位

データの調査方法 データの特徴データ名称

･事業者数が少ない地域で
秘匿扱いの場合有り

｢石油等消費構
造長兄調査」経
済産業省

データ分類対象部門

データ所収先 更新時期

「総合エネル
ギー統計」経済
産業省

･業種分類が粗く、工業統
計の分類と異なり、両者整
合をとる必要がある。
･過去に大きな変更がなさ
れている。

｢エネルギー消
費統計」経済産
業省

･地域分類、業種分類は細
かい、

･試行段階の調査で、デー
タがまだ安定していない。

･「事業所・企業統計」を元
に対象業種を選定している
ため、事務所ビルの共用
部のエネルギー消費量
データが抜けている。

･推計方法が提示されてい
るか詳細は不明。

･都道府県独自で把握して
いる部門別エネルギー消
費量に対し、産業部門、業
務部門での、同統計との乖
離が大きい。

･同統計合計値と、総合エ
ネルギー統計の値との整
合性がまだとれていない

「民生部門エネ
ルギー消費実
態調査」日本エ
ネルギー経済
研究所

･マトリクスデータ（エネル
ギー種別用途別）

「都道府県別エ
ネルギー消費
統計」経済産業

主要製造業は、「石
油等消費動態統計
年報」の個票を用
いて推計
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表 2.6-2 温室効果ガス排出量算定に利用可能なデータの一覧（その 2） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※データ追加予定 

 
 

産
業

民
生
家
庭

民
生
業
務

運
輸

エ
ネ
転

廃
棄
物

そ
の
他

エネ
ル
ギー

活動
量

その
他

家庭用 ● ●（自家用車のみ）● 毎年 「アンケート調査」
エネルギー購入量
エネルギー支払金額

業種別 ● ● 毎年 「アンケート調査」 ･事務所ビルが主、地域別
エネルギー消費原単位

業種別 ● ● 毎年 「アンケート調査」 ･地域別、業種別
エネルギー消費原単位 ･新しい調査である。

石油製品都道府県別 ● 毎年 ･石油製品のみ
販売量 (都道府県別合計販売量のみ) ･県別、石油製品別

業種別製造品出荷額 ● ● 「工業統計」 毎年 アンケート調査
※指定統計

･比較的規模の大きい建物
が主体

「各種建築物の
エネルギー消
費構造調査」黒
土交通省

データ名称

対象部門 データ分類

データ所収先

｢建築物エネル
ギー消費量調
査 Ａ調査」(社)
日本ビルエネル
ギー総合管理
技術者協会

･1976年以降継続的に実施
されている調査
･会員企業が管理している
建物が対象で、比較的規
模の大きい建物が主体

更新時期 データの調査方法 データの特徴

● 「エネルギー生
産需給統計年
報」経済産業省 ･石油製品の販売データと

して唯一の統計

石油製品製造・輸
入事業者19社(H18
年）の、販売事業者
向、消費者向販売
量の実績値のた
め、地域内での消
費量とは異なる。

･県庁所在地データはサン
プル数が少ないため、年に
より値が大きく変動する
ケース有り。

「家計調査」総
務省

･全国平均、地域別、県庁
所座値別データ
･上記データは2人以上世
帯のみで。単身は全国平
均の支払金額のみ
･同データは、他で実施す
るアンケート調査結果に比
較してやや低めのエネル
ギー消費量となる傾向。
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3． 温室効果ガス排出量及び吸収量の将来推計 

 
第３章では、各地方公共団体が新実行計画に盛り込む温室効果ガス排出量の目標の内容

と、目標設定を行う上で参考情報を示します。 
新実行計画では、温室効果ガス排出量の目標設定を行い、この目標に向かって地域の 

各取組主体が温暖化対策を実施していくことが求められます。 
現行の温暖化対策以外の取組を実施しなかった場合の温室効果ガス排出量、更に追加的

な温暖化対策の削減効果を定量化することにより、地方公共団体が、今後取り組んでいく

対策・施策を決める上での重要な情報になるものと期待されます。 

 
＜計画に記載すべき内容＞ 

 新実行計画（区域施策）には、温室効果ガス排出量の削減目標を盛り込みます。 
基準年と目標年を定め、将来推計を行い基準年と短期・中期・長期の削減目標を記載しま

す。 
また、エネルギー起源 CO2 については、部門別目標も記載します。 
加えて、削減目標設定の過程で行う温室効果ガス排出量の将来推計及び削減目標を達成

するために必要な「対策・施策リスト」を記載します。 

 
＜参考情報＞ 
 
【目標設定の流れ】 

新実行計画（区域施策）の温室効果ガス排出量の削減目標は、目標年における温室効果ガ

ス排出量を定めるものです。目標年は、原則として長期目標では 2050 年とし、その通過点

である中期目標は 2020～2030 年のいずれかの年について温室効果ガス排出量の目標設定

を行います。 
削減目標の設定は、まず今後対策を行わないケースを想定し、中期における「現状趨勢ケ

ース」の温室効果ガス排出量を推計します。 
次に、中期目標を達成するための対策を検討し、中期目標値に達するように削減効果を積

上げて合計値を算出し、「現状趨勢ケース」の温室効果ガス排出量からこれを減ずることに

より、「対策ケース」の温室効果ガス排出量とします。 
この作業は、おおむね 5 年ごとに見直すのもとします。長期目標についても将来の見直

し段階で、長期目標との整合性を踏まえその時点で考慮すべき具体的な対策の検討を行うも

のとします。 
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3.1  新実行計画（区域施策）における目標設定の方法 
 

 
 
3.1.1 前提条件  
(1)基準年 
新実行計画（区域施策）の基準年は京都議定書に準じ 1990 年（フロン等は 1995 年）と

します。 
ただし、データの制約等の理由から基準年を 1990 年と設定することが困難な場合には、

各地方公共団体の判断で任意の年次を基準年とすることが可能です。  
 
(2)計画期間 

新実行計画（区域施策）の計画期間は、以下のとおりとします。 
 
短期 短期目標の目標年は、京都議定書の第一約束期間である 2012 年までとします。 
    
中期 中期目標の目標年は、2020～2030 年の間で、いずれかの年を設定します。 
長期 長期目標の目標年は 2050 年とします。 
   2050 年において温室効果ガス排出量を現状から 60～80％削減するとの政府の長期目

標を踏まえ、目標を設定します。 

中長期の温室効果ガスの大幅削減に向けて、現時点では、国、都道府県、市区町村

が、どのように削減を分担するかは明らかではありません（将来でもおおよその分担

度合いがわかる程度かもしれません。）。しかし、国の長期目標である 2050 年までに現

状からの 60～80％削減は、国、都道府県、市区町村が、それぞれの行政事務の役割、

責務等を踏まえ、講じる施策を質量とも適切に実施してはじめて達成できると考えら

れます。 
地方公共団体は、地域の住民・事業者に身近な立場にあって、彼らに対する（温室

効果ガスの排出削減を直接の目的としてないものも含めて）多くの施策担っています。

それらの施策のあり方で、地域の温室効果ガスの排出量にも大きな影響を及ぼします。

また、地方公共団体は、今や地球市民の地方公共団体でもあり、温室効果ガスの排

出削減に対する責務があります。 
したがって、地方公共団体が目標設定するに当たり、国や他の地方公共団体の施策

を前提として「残りの隙間を埋める」との発想ではなく、地球温暖化の防止のために、

まず、当該地方公共団体ができる施策でどれだけ貢献できるか、との姿勢で立案する

ことが望まれます。 



 63 

 
3.1.2 目標の設定方法 
 
(1)基本的な考え方 

新実行計画（区域施策）の目標は、目標年次を定めた上で、削減目標値を設定します。 
削減目標値の設定には、①フォアキャストによる方法、②バックキャストによる方法があ

ります。 
 
①フォアキャストによる方法 
基本的に現状分析を基に目標の設定を行う方法です。 
目標年次までの温室効果ガス排出量の将来推計を行い、温暖化対策の検討を踏まえ、対策

導入による温室効果ガス削減量の積上げ等を行うことにより、削減目標値を設定します。 
 
②バックキャストによる方法 
将来の地域のあり方等を考慮し、戦略的な目標設定を行う方法です。温室効果ガス排出量

の将来推計は行うものの、対策導入による温室効果ガス削減量の積上げは、必ずしも行う必

要はありません。 
 
(2)目標の設定手順 
 
1)短期目標 
基準年、現状の排出量を整理した上で、フォアキャストにより目標設定を行います。 

 具体的には、現状のトレンド等を用いて短期の目標年までの温室効果ガス排出量を予測し

ます。同排出量から現行実施されている国の対策、地方公共団体の対策効果の積み上げ値を

減じて求めた排出量を、短期目標値とします。 
 
2)長期目標 
 我が国では、低炭素社会づくり行動計画（平成 20 年 7 月閣議決定）において「低炭素社

会を目指し、2050 年までに世界全体で温室効果ガス排出量の半減を実現するためには、主

要経済国はもちろん、世界のすべての国々がこの問題に取り組む必要があり、日本としても

2050 年までの長期目標として、現状から 60～80％の削減を行う。」こととされ、政府は各

主体に対し目標達成に向けた取組みの実施を求めています。 
 新実行計画（区域施策）の長期目標は、原則として、この政府の目標値「2050 年に現状

比 60～80％削減」を踏まえて設定することとします。 
 長期目標の設定にあたり、地域の特性に配慮することが可能です。 
配慮すべき地域特性としては、①産業部門の排出割合が大きい場合、②人口増加率等が国
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の平均を上回っている場合、などが想定されます。それぞれの場合の目標設定方法の例を以

下に示します。 
 

①産業部門の排出割合 
地方公共団体の地域における産業構造は、以下の様なケースが想定されます。 
 
（ケース１）全国平均と類似している場合 
（ケース 2）産業部門の排出割合が小さい場合 
（ケース 3）産業部門の排出割合が大きい場合 

 
 ケース 1 では、国の目標値に準じて目標を設定します。 
 ケース 2、ケース 3 では、部門ごとの温室効果ガス削減率が国の目標値と同一と仮定する

と、部門別排出量の割合が国とは異なることから、全体（部門合計）の目標値も国とは異な

ることになります。 
 例えば、国の長期目標の中間値の 70％を想定し、その内訳として部門別削減目標値を産

業部門 60％、民生部門 83％、運輸部門 75％と仮定した場合（Ｐ：詳細な割合を精査中）、

次表に示すような産業部門の排出割合が小さい（民生・運輸部門の排出割合が大きい）地方

公共団体の場合は 73％、産業部門の排出割合が大きい地方公共団体の場合は 64％となりま

す。このように産業構造の相違を反映した、目標値を設定することが考えられます。 
 国の長期目標値における部門別目標値については、「日本低炭素社会のシナリオ」（独立行

政法人国立環境研究所等）や今後発表される予定の国の中期目標値等を参照して下さい。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 3.1-1 部門構成の違いによる長期目標値のイメージ 

備考）各ケースの目標値は、試算例です。 
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   各地方公共団体の温室効果ガス排出量の部門別構成比等を反映させた

形で、目標設定を行うことが可能です。 
 

表 3.1-1 部門構成の違いによる長期目標値算定の前提条件 

 
 
 
 
 
②人口増加率等の地域の活動量の伸び率等が国全体と異なっている場合 
例えば、将来人口の増加率が、国全体とは異なる地方公共団体では、当該地域の長期目標

時における人口増加率を使用することにより、独自の目標設定が可能です。 
 国立環境研究所における 2050 年 BAU ケースの温室効果ガス排出量試算結果1では、現状

（2000 年）に対する 2050 年の排出量増分を、活動量（経済成長率、人口・世帯数）の変

化を見込んで推計しています。このため、人口増加による温室効果ガス排出量の増分に、地

域の人口増加率／国の人口増加率比を乗じることにより、地域特性を考慮した 2050 年の

BAU ケースの温室効果ガス排出量伸び率を求めることが可能です。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 3.1-2 国の長期目標のイメージ 

        備考）「日本低炭素社会のシナリオ」西岡秀三、2008 年のシナリオ A 

                                                  
1「2050 日本低炭素社会シナリオ：温室効果ガス 70％削減可能性検討」2007 年 2 月、2008 年 6 月改訂、「2050

年日本低炭素社会」シナリオチーム、国立環境研究所、京都大学、立命館大学、みずほ情報総研 
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3)中期目標 
中期目標は以下の方法で設定します。 
中期段階における温室効果ガスの現状趨勢ケース設定値と削減ポテンシャルの比較検討

を行い、最終的な目標値をフォアキャストにより設定します。 
 

 手順１：現状と長期目標値を結び、その通過点として中期目標年の値（長期目標から定

めた中期目標レベル）を求めます。 
 
手順２：現状から中期目標年までの「現状趨勢ケース」の線をプロットします。 

   現状とは、①基準年、②現状年、③短期目標年、いずれの値をとることも可能です。

「現状趨勢ケース」は追加的な対策を見込まないケースです。同ケースでは、エネル

ギー消費機器の効率を現状横這い（現状固定）と想定します。「現状趨勢ケース」の

推計方法は 3.2 で述べます。 
  「現状趨勢ケース」では、地方公共団体の活動量の将来推計（人口増減、産業構造等)

によっては、国と異なる排出量の想定をすることも可能です。 
 
手順３：温室効果ガス排出削減「排出削減ポテンシャル（潜在可能）量」を試算します。 

「排出削減ポテンシャル量」とは、省エネ機器、次世代自動車、再生可能エネルギー、

公共交通機関の利用促進等の対策を最大限導入した場合を想定します。 
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【排出削減ポテンシャル量の試算】 

 
現行対策以外に今後実施する新たな対策も含めて、温暖化対策を最大限導入するケースを

想定しています（その際、機器の耐用年数、償却年数は必ずしも考慮に入れる必要はありま

せん。）対象とする温暖化対策の種類は、 
 再生可能エネルギーの最大限の導入 
 家電や自動車などエネルギー消費機器について、高効率機器への完全置換 
 公共交通の利用促進、集約型都市構造の構築等 
 廃棄物の発生抑制等の循環型社会形成に係る対策 

など、あらゆる対策とし、それらの削減ポテンシャル量について試算します。排出削減ポ

テンシャル量を試算することによって、地域の将来像をイメージした上で対策メニューを検

討していく判断材料になるものと期待されます。 
温室効果ガス排出削減ポテンシャル量の試算は中期を対象に行います。これは、長期にお

ける技術変化を推計することが困難と考えられるためです。 
なお、この段階で試算する「排出削減ポテンシャル量」は、まずは域内の排出削減ポテン

シャル量を把握することをねらいとするため、吸収源、域外購入・貢献を除く域内の実排出

量の削減効果とします。 

排出削減ポテンシャル量の算定方法の詳細は資料編に記述しています。 
 
  
 手順 4：「排出削減ポテンシャル量」と「長期目標から定めた中期目標レベル」の両者を

比較し、以下のケースに応じて中期目標値を設定します。 

排出削減ポテンシャル量の試算は、温室効果ガスの排出削減の観点から、地域の将来

像を検討する上での基礎資料の一つになると考えられます。排出削減ポテンシャルを算

定することで、今後、その地域でどの分野の対策・施策に力点を置くべきか、温室効果

ガスの排出削減と他の施策との連携をどのように図るか、などが示唆されると考えられ

ます。 
 例えば、地域資源である再生可能エネルギーの利用可能量が大きい地域は、再生可能

エネルギーによる削減割合を増やすよう対策・施策を講じたり、再生可能エネルギー電

力の域外調達による域外資金の獲得、関連産業の育成等の検討がなされるかもしれませ

ん。また、都市機能が拡散し、自動車がないと暮らしにくい地域は、中心市街地の活性

化、高齢化社会への対応等の施策と連携し、集約型都市構造の構築に積極的に取組み、

他地域に増して自家用車からの排出量の大幅削減を目指すことが考えられます。 
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手順 4：ケース 1 
「排出削減ポテンシャル量」が「長期目標から定めた中期目標レベル」に届かない

場合（例：高層建築が多いなどエネルギーの消費密度の高い都市、人口増加等活

動量が増加している都市など） 
排出削減ポテンシャル量を踏まえて「野心的かつ実行可能」な削減量を積上げます。

削減量の積み上げについては、3.3「対策ケース」の温室効果ガス排出量の推計方法で

解説します。 
その削減量と「長期目標から定めた中期目標レベル」との乖離については、域外購入・

貢献分、森林吸収分などの追加対策を検討し、極力、追加対策の削減効果を含め「長期

目標から定めた中期目標レベル」を中期目標として設定することが望まれます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

基準年 2020 2030 2050

長期目標

達成のライン

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

基準年 2020 2030 2050

現状趨勢ケース

長期目標

達成のライン

地方公共団体の事情
に応じて長期目標の
レベルには差異があ
ります。 

地方公共団体の事情
に応じて現状趨勢ケ
ースの経路に差異が
あります。 

長期目標への削減の道筋。
現在の排出水準から長期目
標ラインまで直線とするこ
とが望まれます。 

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

基準年 2020 2030 2050

現状趨勢ケース

長期目標

達成のライン

長期目標から定めた

中期目標レベル

排出削減ポテンシャル

削減ポテンシャル

からの不足量

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

基準年 2020 2030 2050

現状趨勢ケース

長期目標

達成のライン

長期目標から定めた

中期目標レベル

積上げ

積み上げ値から

の不足量

削減

ポテンシャル

中期

目標



 69 

手順 4：ケース 2 
「排出削減ポテンシャル量」が「長期目標から定めた中期目標レベル」を達成して

いる場合 
削減ポテンシャル量を踏まえ「野心的かつ実行可能」な削減量を積上げます。「野心

的かつ実行可能」な削減により「長期目標から定めた中期目標レベル」を下回る排出

量となる場合には、そのレベルを中期目標とすることが望まれます。逆に上回る排出

量となる場合は、「長期目標から定めた中期目標レベル」との乖離について、域外購入・

貢献分、森林吸収分などの追加対策を検討し、極力、追加対策の削減効果を含め「長

期目標から定めた中期目標レベル」を中期目標として設定することが望まれます 
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手順 4：ケース 2 の参考 
地域の排出量を超えた「排出削減ポテンシャル量」がある場合 
（例：豊富な再生可能エネルギーがある都市） 
削減ポテンシャル量を踏まえて「野心的かつ実行可能」な削減量を積上げます。「野

心的かつ実行可能」な削減により「長期目標から定めた中期目標レベル」を下回る排出

量となる場合には、そのレベルを中期目標とすることが望まれます。 
将来的には長期目標を引下げる（長期目標をより厳しくする）ことも視野に入れるこ

とが望まれます。 
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なお、国の中期目標の提案が政府から発表された時には、それを踏まえた目標設定を行う

ことも可能です。 
 
(3)部門別目標、対策目標 
1)部門別目標 
エネルギー起源の CO2 については、排出量全体に占める割合が高いことから、原則とし

て部門別目標を設定するものとします。 
部門別の温室効果ガス排出量について、定量的な削減率、削減量を目標に設定するもので

す。 
部門別目標を設定することにより、対策の範囲や実施主体を明確にし、具体的な対策・施

策の進捗状況の把握が可能となります。 
 
3)対策目標 

3.3 で解説する対策ケースで検討された対策ごとの目標を設定します。対策目標は、機器

の導入量等、進捗管理が可能な定量的な目標を採用することを推奨します。 
 
4)目標設定のまとめ 

目標の種類 設定の必要性 

市域の温室効果ガス排出総量目標 原則として目標設定を行うものとします。

 

部門別目標 
産業、民生家庭、民生業務、運輸部門等

原則として目標設定を行うものとします。

 

対策目標 
※機器の導入量等進捗管理可能な定量的

な目標 

目標設定を推奨します。 
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(5)具体的な目標算定方法 
 
今後追加的な対策を見込まないケースとして中期（2020～2030 年）における「現状趨勢

ケース」の温室効果ガス排出量を推計します。この将来の排出量は対策を実施していない状

態を表し、対策策定のベースとなるものとして推計するものです。 
次に、目標を達成するために地方公共団体が実施していく対策・施策の内容を検討し、対

策・施策の導入目標を想定した上で、対策削減効果を積上げます。 
削減効果の積上げ値を、「現状趨勢ケース」の温室効果ガス排出量から減ずることにより、

「対策ケース」の温室効果ガス排出量が算出されます。これが中期の温室効果ガス排出量の

目標値となります。 
なお、対策・施策の積み上げは、地方公共団体独自の取組以外にも、国の取組、都道府県

の取組（市区町村の場合）、市町村の取組（都道府県の場合）の各取組の削減効果を積上げ

て目標設定を行います。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 3.1-3 具体的な目標算定方法のイメージ 
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3.2  現状趨勢ケースの温室効果ガス排出量の推計方法 
 
3.2.1 現状趨勢ケースの定義 

 
今後追加的な対策を見込まないケースです。同ケースでは、エネルギー消費機器の効率が

現状横這い（現状固定）と想定します。 
 
3.2.2 推計の方針 
 
(1)対象範囲 
温室効果ガス排出量の将来推計の対象範囲は、原則として排出実績を把握する全部門を対

象とします。 
 
(2)推計対象年 
温室効果ガス排出量の推計対象年は、実行計画の目標年次である中期目標年とします。 

 
(3)温室効果ガス排出量の将来推計の対象地方公共団体 
都道府県、及び政令指定都市、中核市、特例市は、原則として将来推計を行います。 
その他の市区町村については、必ずしも将来推計を行わなければならないということでは

ありませんが、可能であれば推計することが望まれます。 
 
表 3.2-1 地方公共団体の分類と将来推計の必要性 

地方公共団体の分類 将来推計の必要性 

都道府県 原則として行うものとします。 
政令指定都市、中核市、特例市 原則として行うものとします。 
上記以外の市区町村 行うことを推奨します。 
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3.2.3 排出量推計の具体的な手法 
 
(1)基本的な考え方 

温室効果ガス排出量は、基本的に以下の式で表すことができます。 
 
活動量 × 原単位 × 炭素集約度 

 
将来推計では、部門別に上記の 3 要素「活動量」、「原単位」、「炭素集約度」ごとに推計

する必要があります。 
各要素の推計方法の基本的な考え方を以下に示します。 

 
1)活動量 
①地方公共団体、国、業界団体等における推計データを使用する場合 

活動量の将来推計について、地方公共団体に当該推計値が存在する場合には、そのデータ

を採用します。 
「その他市区町村」で、当該市区町村の将来推計値が存在しない場合は、所在都道府県の

将来推計値が存在すれば、その推計値を採用します。 
市区町村、都道府県レベルの推計値がない場合は、国、業界団体等における妥当と思われ

る推計値があれば、その推計値を採用します。 
 

業界団体等における推計データの主なものとしては、日本経済団体連合会の「環境自主行動計

画」や、産業構造審議会・中央環境審議会合同部会で毎年フォローアップがなされている「環

境自主行動計画」における業種別目標値等があります。 

これらの「環境自主行動計画」には、産業部門、民生業務部門、運輸部門、エネルギー転換部

門の各業種を構成する団体が参画しています。 

 
②地方公共団体の「マクロ経済モデル」等による将来推計値を使用する場合 
当該地方公共団体の「マクロ経済モデル」が整備されている場合には、マクロ経済モデル

により、排出量推計に関連する活動量の将来推計を行う方法があります。  
なお、当該地方公共団体の「マクロ経済モデル」が整備されていない場合でも、所在都道

府県の「マクロ経済モデル」が整備されている場合は、都道府県のモデルを使用して推計す

ることも可能です。 
地方公共団体の「マクロ経済モデル」等による活動量を推計する手順を資料編●●ページ

に示します。 
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②の地方公共団体、国、業界団体等における将来推計値を用いる場合は、部門相互の関係

が考慮されないという課題があります。 
エネルギー需要の各部門間は、例えば、製造業の生産の増加に伴い、運輸部門の貨物輸送

量が増加するなど相互に影響を及ぼしています。これらの関係に配慮した、より実態に即し

た将来推計を行うには、地域のマクロ経済モデルを用いた推計を行い、エネルギー需要の各

部門間の動向を調整した上で、エネルギー需要に影響する活動指標を推計することが望まれ

ます。 
 
2)原単位 
現状趨勢ケースでは、原単位は現状の値をそのまま適用します（現状固定）。これは、温

室効果ガス削減対策を現状以上には導入しない場合に相当します。 
ただし、原単位の過去の傾向が、例えば照明・コンセント需要の増加など温室効果ガスの

削減対策以外の要因で、ある一定の増加・減少傾向で推移している場合には、その傾向が将

来も続くものとして目標年における原単位を想定します。 
将来の原単位の増減が明確に想定される場合（例：世帯当たり人員の減少等により、今後、

給湯用エネルギー消費原単位の減少が見込まれる場合など）については、増減を見込んだ原

単位を想定することも可能です。 
 
3)炭素集約度 
エネルギー種別に推計を行う場合、炭素集約度は横ばいと想定します。 
地方公共団体の管轄区域において将来エネルギー種別構成の変化が予想される場合には、

これを考慮します。例えば、都市ガス事業者による天然ガスへの燃料転換、供給区域の拡張

等の計画がある場合などが該当します。 
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(2)エネルギー起源 CO2 
 
1)産業部門 
●活動量：生産量等 

 地方公共団体に独自の生産量等の将来推計値が存在する場合には、そのデータを採用し

ます。 
 独自推計値がない場合には、業界団体の生産量見通し等のデータを使用します。 
 地方公共団体の独自の施策として工業振興を計画している場合、例えば工業用地の計画

や企業誘致計画があり対象業種の特定が可能な場合（例えば IT 関連製造業の誘致等）、

同計画に基づく産業部門活動量の推計を行います。 
 この他、地元企業の今後の生産計画等の意向に基いて将来推計を行うことも考えられま

す。 
 
●エネルギー消費原単位 

 エネルギー消費原単位は現状横這い（現状固定）と想定します。 
 業界団体が独自にエネルギー消費原単位の推計等を行っている場合には、その値を採用

することも考えられます。 
 地域に所在する企業に対し、エネルギー消費原単位の見通しを確認することも考えられ

ます。 
 
●炭素集約度 

 エネルギー種別に推計を行う場合、炭素集約度は現状横這い（現状固定）と想定します。 
 地域に所在する企業に対し、燃料転換の見通しを確認することも考えられます。 
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2)民生家庭部門 
 
●活動量等（世帯数） 

 地方公共団体で、世帯数の将来推計値を有する場合は、これを採用します。 
 地方公共団体で、世帯数の将来推計値がない場合には、以下の推計値を使用します。 

  
都道府県：国立社会保障・人口問題研究所「日本の都道府県別将来推計人口」  

          (平成 19 年 5 月推計） 
     市区町村：国立社会保障・人口問題研究所「日本の市区町村別将来推計人口」 
         （平成 20 年 12 月推計） 

または、所在都道府県が公表している将来人口推計値 
 
●エネルギー消費原単位 

 エネルギー消費原単位は現状横這い（現状固定）と想定します。 
 エネルギー消費原単位の用途別推計を行っている場合で、過去の傾向から用途別原単位

の将来推計が可能な場合には、その値を採用することが考えられます。 
 
●炭素集約度 

 エネルギー種別に推計を行う場合、エネルギー種別構成比は現状横這い（現状固定）と

想定します。 
 地方公共団体の管轄区域において将来エネルギー種別構成の変化が予想される場合に

は、これを考慮します。 
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3)民生業務部門 
 
●活動量等（延床面積） 

 地方公共団体に独自の延床面積等の将来推計値が存在する場合には、そのデータを採用

します。 
 地方公共団体における独自の計画として、大型商業施設等の立地規制等を想定している

場合は、同計画値に基づく将来推計を行います。 
 
●エネルギー消費原単位 

 エネルギー消費原単位は現状横這い（現状固定）と想定します。 
 業界団体が独自にエネルギー消費原単位の推計等を行っている場合には、その値を採用

することも考えられます。 
 地域に所在する事業者に対し、エネルギー消費原単位の見通しを確認することも考えら

れます。 
 
●炭素集約度 

 エネルギー種別に推計を行う場合、炭素集約度は現状横這い（現状固定）と想定します。 
 地方公共団体の管轄区域において将来エネルギー種別構成の変化が予想される場合に

は、これを考慮します。例えば、都市ガス事業者による天然ガスへの燃料転換、供給区

域の拡張等の計画がある場合などが該当します。 
 地域に所在する企業に対し、燃料転換の見通しを確認することも考えられます。 
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4)運輸部門 
 
【乗用車】 
●保有台数等 

 地方公共団体に独自の将来推計値が存在する場合には、そのデータを採用します。 
 地方公共団体の世帯数の将来推計値を使用し、将来の世帯あたり自動車保有台数を推計

する方法が考えらます。この場合の自動車保有台数は、世帯当たり保有台数の過去の傾

向から、将来の保有台数を外挿する方法が考えられます。 
 
●エネルギー消費原単位 

 エネルギー消費原単位は現状横這い（現状固定）と想定します。 
 自動車燃費の改善については、基本的に対策ケースで想定するものとし、現状趨勢ケー

スでは見込まないものとします。 
 
●炭素集約度 

 炭素集約度は現状横這い（現状固定）と想定します。 
 
【貨物自動車、旅客自動車、鉄道】 
●輸送量等 

 地方公共団体に独自の将来推計値が存在する場合には、そのデータを採用します。 
 鉄道では、鉄道事業者による独自の将来推計値が存在する場合には、そのデータを採用

します。 
 独自データがない場合には、業界団体の輸送量見通し等のデータを採用します。 

 
●エネルギー消費原単位 

 エネルギー消費原単位は現状横這い（現状固定）と想定します。 
 自動車燃費の改善については、基本的に対策ケースで想定するものとし、現状趨勢ケー

スでは見込まないものとします。 
 業界団体による独自のエネルギー消費原単位の見通しがある場合には、これを採用しま

す。 
 
●炭素集約度 

 炭素集約度は現状横這い（現状固定）と想定します。 
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(3)エネルギー起源 CO2 以外の温室効果ガス 
 
1)工業プロセス分野 
  工業プロセス分野の温室効果ガス排出量は以下の計算方法により示されます。一般的に

排出係数は一定値を使用します。 
  温室効果ガス排出量 ＝ 生産量等 × 排出係数 
 
工業プロセス分野の排出量推計は以下の 2 つの方法に大別されます。 
①排出している事業者に確認する方法 
②現状の排出量を生産量等の伸びで推計する方法 

①排出している事業者に確認する方法 
 温室効果ガス排出量実績の提供を受けた事業者から、将来見通しを確認することが考え

られます。 
②現状の排出量を生産量等の伸びで推計する方法 

 事業者から将来排出量の情報提供が受けられない場合には、製造業の将来推計で用いる

業種別生産額の伸び率等を用いて推計する方法が考えられます。業種別生産額伸び率等

の推計値がない場合には、過去の傾向から推計する方法が考えられます。 
 現状の排出量を国（もしくは都道府県）の排出量から生産量等で按分している場合も同

様の方法を採用します。 
 
2)廃棄物分野 

 廃棄物は、地方公共団体の廃棄物処理基本計画等において、廃棄物発生量・処理量等の

将来推計値がある場合には、この推計値を使用します。 
 一般廃棄物発生量について、推計値がない場合には、地方公共団体の人口の将来推計値

に現状の一人当たり廃棄物発生量・処理量を乗じて推計します。その際、３Ｒ対策など

廃棄物発生量を抑制する計画がある場合は、将来の一人当たり廃棄物発生量も低減した

値を採用します。 
 産業廃棄物発生量の将来推計値がない場合には、過去の傾向から推計する方法が考えら

れます。 
 
3)代替フロン等 3 ガス分野 
代替フロン等 3 ガス分野の温室効果ガス発生量将来推計は、製造時の排出分と、民生用

機器等の漏洩に伴う排出分によって、推計方法が異なります。 
 
製造時の排出分については、工業プロセス分野と同様に、以下の 2 つの方法に大別され

ます。 
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①排出している事業者に確認する方法 

 温室効果ガス排出量実績の提供を受けた事業者から、将来見通しを確認することが考え

られます。 
②現状の排出量を生産量等の伸びで推計する方法 

 事業者から将来排出量の情報提供が受けられない場合には、製造業の将来推計で用いる

業種別生産額の伸び率等を用いて推計する方法が考えられます。業種別生産額伸び率等

の推計値がない場合には、過去の傾向から推計する方法が考えられます。 
 現状の排出量を国（もしくは都道府県）の排出量から生産量等で按分している場合も同

様の方法を採用します。 
 
民生用機器等の漏洩に伴う排出分については、冷蔵庫、カーエアコンを対象として、次の

方法により将来推計を行います。 
 
① 冷蔵庫 

冷蔵庫のフロン排出量（漏出量）＝保有台数×排出係数 
ここで、保有台数＝世帯当たり保有台数×世帯数将来推計値とします。排出係数は現況推

計と同じとします。 
② カーエアコン 

カーエアコンのフロン排出量（漏出量）＝自動車保有台数×排出係数 
ここで、自動車保有台数＝世帯当たり保有台数×世帯数将来推計値とします。排出係数は

現況推計と同じとします。 
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3.3  対策ケースの温室効果ガス排出量の推計方法 
 
3.3.1 対策ケースの定義 

 
現在実施されている対策以外に、今後実施する新たな対策の効果を考慮したケースです。 
対策ケースにおける温室効果ガス排出量の削減量は、「野心的かつ実行可能」な削減量の

積上げ値と同一の値です。    
 
3.3.2 排出量推計の具体的な手法 
 
対策効果の基本的な算定方法は以下のとおりです。 

 
①温暖化対策・施策ごとの導入量を想定し、温室効果ガス削減量を試算する。各削減量を

積上げ全体の対策効果を試算します。 
 
②「現状趨勢ケース」の温室効果ガス排出量から、上記①の対策効果を差し引くことによ

り、「対策ケース」の温室効果ガス排出量を試算します。 
 
3.3.3 算定時に留意する事項 

 
対策効果を踏まえた将来推計を行う上で、留意すべき事項を以下に示します。 

 
(1)都道府県と市区町村の対策・施策の整合性 

市区町村が対策・施策を検討する上で、対策・施策の方向性について都道府県と意見交換

をすることが望まれます（第 6 章参照）。 
 
(2)対策削減効果の算定範囲 
1)対策効果の区分 
対策効果は「実削減量目標」、「対策削減効果目標」の 2 つに区分します。まず可能な限

り実削減量による削減目標を設定した上で、なおかつ計画目標に達しない場合に域外購入分

を追加的に算定することを原則とします。 
ここで、「実削減量目標」、「対策削減効果目標」の定義を以下に示します。 
 

実削減量目標  ：目標年における温室効果ガス排出量 
対策削減効果目標：温室効果ガス排出量の削減効果の目標値のこと。対策効果を積み上げ

ます。 
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2)削減量目標の範囲 
①実削減量目標 
目標年における温室効果ガス削減量で、域内における削減分が対象です。再生可能エネル

ギー等の域内対策により域外に供給する分を含めることが可能です。 
例えば、太陽光発電による発電電力を系統連携して域外に販売している場合には、域外供

給分の大小に関わらず、全量を域内の温室効果ガス削減効果として計上することができます。 
 
②対策削減効果目標 
地方公共団体等が計画する取組のうち、排出量取引、カーボンオフセット等による域外か

らの購入分、あるいは技術移転など域外における域内住民・事業者による削減貢献分を対策

効果として算定をすることは可能です。 
その場合、実削減量目標とは別に、地域の温室効果ガス排出量の対策削減効果目標として

計上できるものとします。 
ただし、域外からの購入分、域外削減については、地方公共団体がその実績を把握でき、

かつ算定方法が妥当と認められる場合に限定します。 
なお、域内事業者の製品の域外販売などによる削減効果を対策効果目標として計上する場

合は、域内事業者の製品の購入などによる排出量の増加分を同時に計上する場合に限ります。 
 施策の対象範囲  

対策削減効果の
算定対象範囲 

域内で 
需給 

域外へ 
供給・貢

献 

域外から
受入 

対象 
範囲 

域外への供給分 
※再生可能エネルギーによる発電電 

力を系統連携している場合、ペレッ

ト燃料を域外に販売している場合

など 

A B － A＋B A＋B 
全量を実削減量
目標として 
計上可能 

域外からの受入分 
※カーボンオフセットによる域内事

業者・住民の購入など 
 

A － C A＋C A+C 
対策削減効果 
目標としてのみ

計上可能 
域内のみで需給している場合 A － － A A 
 

図 3.3-1 対策削減効果の算定範囲 
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コラム ～ J-VER の紹介 ～ 
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(3)取組主体別の削減効果の算定 
 温暖化対策別の削減効果は、対策・施策の取組主体別（国、都道府県、市区町村）の削減

効果を算定することが考えられます。 
 なお、京都議定書の第一約束期間（2008～2012 年）以降の国の温暖化対策に関わる具体

的な取組内容、対策効果の目標値については、政府として、我が国の中期目標の提案につい

て、2009 年 6 月までに公表する予定としています。 
 
(4)普及啓発の効果算定 
普及啓発に関わる取組のうち定量化できない取組については、削減効果の算定対象外とし

ます。 
ただし、省エネナビ等の計測器を使用する普及啓蒙策については、定量化が可能とみなし

削減効果として計上できるものとします。 
 
(5)温暖化対策ごとの現状の普及率の想定 

温暖化対策の今後の導入量を想定する上では、対策ごとに現状の普及率等の想定が必要と

なります。 
例えば、住宅の断熱化や、トップランナー機器等による削減効果を推計するためには、住

宅ストックの断熱水準、家電製品等のエネルギー消費機器のストック効率の推計が必要です。

これを把握するための情報収集を、関連部局、域内関係者と連携して進めていく必要があり

ます。 
 国においても可能な限りこれを支援することとします。 
 
(6)複数対策導入の場合の効果算定 
同一施設に複数対策を導入する場合は、それぞれの効果を単純に加算することにより削減

効果を過大に見込むおそれがあるため、対策効果の重複の有無を確認する必要があります。 
 
(7)対策削減効果の算定時に使用する温室効果ガス排出係数 
 対策削減効果算定に用いる温室効果ガス排出係数は、最新の施行令の値を用いるものとす

ます。 
 但し、電気の排出係数については、地域の電気事業者別の排出係数を使用します。 
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3.3.4 温室効果ガス排出削減及び吸収源対策と削減効果の体系 
 「新実行計画」の目標設定にあたり、温室効果ガス削減及び吸収源対策・施策の削減効果

を試算するための対策の体系を以下に示します。 
なお、温室効果ガス削減及び吸収源対策の概要と削減効果の目安を、資料編に示していま

す。 
また、対策・施策の立案の考え方については、第 4 章で解説します。 

 
表 3.3-1 温室効果ガス排出削減対策・吸収源対策の体系（エネルギー起源 CO2 対策関連） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

や 低
社 炭 ･集約型・低炭素型都市構造の実現
会 素 ･街区･地区レベルにおける対策
経 型 ･エネルギーの面的利用の推進
済 の ･各主体の個々の垣根を越えた取組
シ 都 ･緑化等ヒートアイランド対策による熱環境改善を通じた都市の低炭素化
ス 市 ･住宅の長寿命化の取組
テ ・ ･低炭素型交通システムの構築
ム 地 ･低炭素物流体系の形成
の 域
形 構
成 造

部 ･自主行動計画等の着実な実施 ･高性能工業炉導入 ･エネルギーの面的利用
門 ･高性能ボイラ普及 (ピンチテクノロジー)
別 ･低燃費型建設機械の普及

･省エネ型自然冷媒冷凍装置
産 ･ESCO事業推進
業 ･建築物の省エネ性能の向上 ･エネルギーの面的利用 ･太陽光発電導入
・ ･高効率照明の普及 ･太陽熱温水器導入
民 ･BEMSの普及 ･省エネ型冷蔵・冷凍機の普及 ･ソーラーシステム導入
生 ･業務用高効率空調機の普及
・ ･高効率給湯器の普及
運 ･潜熱回収型温水ボイラー導入
輸 ･エレベータの省エネルギー

･エレベータ待機時の自動消灯
の ･超高効率変圧器の導入
対 ･上水処理施設インバータ制御
策 ･ESCO事業の推進
・ HEMSの普及 ･住宅の省エネ性能の向上 ･太陽光発電導入
施 ･住宅の省CO2化 ･太陽熱温水器導入
策 ･トップランナー基準 ･ソーラーシステム導入

･高効率照明の普及（LED照明）
･電球型蛍光灯
･待機時消費電力の削減
･高効率ガスコンロの普及
･潜熱回収型給湯器
･家庭用コージェネレーション
･CO2冷媒給湯器
･家庭用燃料電池

･公共交通機関利用促進

･アイドリングストップ車導入
自動車交通需要の調整
･路上工事の縮減

･交通安全施設の整備

･鉄道貨物へのモーダルシフト
･トラック輸送効率化

･太陽光発電
･風力発電
･廃棄物発電、バイオマス発電
･廃棄物熱利用
･未利用エネルギー
･黒液・廃材
･コージェネレーション､燃料電池

･地域レベルでのテナントビル等
に対する温暖化対策推進

･エコドライブの普及促進等によ
る自動車運送事業等のグリーン

･テレワーク等情報通信を活用
した交通代替の推進
･環境的に持続可能な交通
（EST）の実現

･クリーンエネルギー自動車普
及促進
･サルファーフリー燃料導入及
び対応自動車導入

･分散型新エネルギーネット
ワーク構築

･環境に配慮した自動車使用の
促進

･高度道路交通システム（ITS）
の推進

･トップランナー基準による自動
車の燃費改善

産業部門

民生
業務部門

民生
家庭部門

運輸部門

エネルギー
転換部門

低炭素型
都市・地域
のデザイン

低炭素型
交通・物流
のデザイン

運用改善 機器導入
（含む躯体の省エネ）

エネルギーの
質の改善・転換

新エネルギー
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表 3.3-2 温室効果ガス排出削減対策・吸収源対策の体系 

（エネルギー起源 CO2 以外対策関連） 
部門 対策 

非エネルギー起源 CO2 混合セメントの利用拡大 
廃棄物の焼却に由来する CO2 排出削減 

CH4、N2O 廃棄物の最終処分量の削減等 
下水汚泥焼却施設における燃焼の高度化 
一般廃棄物焼却施設における燃焼の高度化等 

代替フロン等 3 ガス 産業界の計画的な取組みの促進 
代替物質の開発等及び代替製品の利用の促進 
法律に基づく冷媒として機器に充てんされた HFC の回収等 

森林吸収源対策 健全な森林の整備 
保安林等の適切な管理・保全等の推進 
国民参加の森林づくり等の推進 
木材及び木質バイオマス利用の推進 
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4． 温室効果ガス排出抑制等に関する施策について 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.1  太陽光、風力その他の化石燃料以外のエネルギーであって、その区域の自然的条件に

適したものの利用の促進（以下「再生可能エネルギーの利用促進」という。）に関する

事項に係る施策 
4.1.1 「再生可能エネルギーの利用促進」に関する事項に係る施策に取り組むに当たっ

ての背景・意義 

＜計画に記載すべき事項＞ 

 
 
＜参考情報＞ 
 
（１）「太陽光、風力その他の化石燃料以外のエネルギーであって、その区域の自然的条件

に適したもの」（いわゆる再生可能エネルギー）の定義 

 
再生可能エネルギーとは、国際的に統一された定義はありませんが、国際エネルギー機

関（IEA）によると、「絶えず補充される自然のプロセスに由来するエネルギー」とされて

おり、太陽光、風力、バイオマス、地熱、水力、海洋資源から生成されるエネルギーなどが

含まれます。  
地球温暖化対策推進法第 20 条の３第 1 号「太陽光、風力その他の化石燃料以外のエネル

ギーであって、その区域の自然的条件に適したもの」とは、その区域の自然的条件に適した

再生可能エネルギー全般とします。 
 

新実行計画（区域施策）には、以下の参考情報等を踏まえて、「地域環境の整備及び改善」

に関する事項に係る施策に取り組むに当たっての、当該地方公共団体における背景・意義を記

述します。 

第４章では、法第 20 条の３第３項の分類に沿って、「その区域の自然的社会的条件に応じて温

室効果ガスの排出の抑制等を行うための施策に関する事項」について、各地方公共団体が新実

行計画（区域）に記載する内容、記載するに当たっての参考情報を示します。 

計画が「絵に描いた餅」とならないよう、第３章○○でリストアップした対策を確実に進めるため

の施策をきっちり定めることが必要です。また、対策と施策は一体として定めることが望ましく、第

４章では、それぞれの分野の対策立案ための参考情報を併せて記載しています。 
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表 4.1-1 再生可能エネルギーの種類 

新エネルギーの利用等の促進に関する特別

措置法での対象 
左記以外 

バイオマス燃料製造、バイオマス熱利用、

バイオマス発電、太陽熱利用、温度差エネ

ルギー、雪氷熱利用、地熱発電、風力発電、

小水力発電（灌漑、利水、砂防その他の発

電以外の用途に供される工作物に設置され

る出力千キロワット以下発電設備）、太陽光

発電 

波力発電、海洋温度差発電 

 
（２）京都議定書目標達成計画等における位置づけ 

京都議定書目標達成計画（平成 20 年 3 月全部改訂）においては、「再生可能エネルギー

の利用促進」に関係する部分は、以下のように記述されています。 

 

新エネルギー等の導入促進 
太陽光や太陽熱、風力、バイオマス等を活用した新エネルギーは、地球温暖化対策に大
きく貢献するとともに、エネルギー源の多様化に資するため、国の支援策の充実等によ
りその導入を促進する。また、地域における地産地消型の新エネルギー導入の取組への
評価と、先進的事例紹介によるベストプラクティスを共有する。 
 今後、より確実かつ費用効果的に新エネルギーの導入を推進するため、新エネルギー
対策の抜本的強化について、速やかに総合的検討を行う。 
 また、風力・バイオマス・太陽光発電、コージェネレーションシステム（エネルギー
効率の高いもの）、燃料電池等の分散型電源を、既存ネットワークとの連系に係る技術
的な課題等を踏まえつつ導入する。これにより、地域全体で新エネルギー等の導入を促
進し、省ＣＯ２型のエネルギーシステムの実現を図る。このため、先導的なモデル事業
の実施、技術開発・実証等を進める。 
 あわせて、地域の特性を活かした未利用エネルギー（下水等の温度差エネルギー、雪
氷熱等）、廃棄物焼却等の廃熱の利用を促進し、地域における効率的なエネルギー供給
を行う。 
バイオマス利用の推進 
地域に賦存する様々なバイオマス資源を、熱・電力、燃料、素材等に効率的かつ総合的
に利活用するシステムを有するバイオマスタウンの構築に向け、情報を発信し、地域活
動を促進するとともに、利活用施設の整備、バイオマスエネルギーの変換・利用等の技
術開発等を進める。 
上下水道・廃棄物処理における取組 
上水道においては、省エネ・高効率機器の導入、ポンプのインバータ制御化等の省エネ
ルギー対策や、小水力発電、太陽光発電等の再生可能エネルギー対策を実施する。 
 下水道においては、設備の運転改善、反応槽の散気装置や汚泥脱水機における効率の
良い機器の導入等の省エネルギー対策や、下水汚泥由来の固形燃料、消化ガスの発電等
への活用、下水及び下水処理水の有する熱（下水熱）の有効利用等の新エネルギー対策
を実施する。 
廃棄物処理においては、廃棄物処理施設における廃棄物発電等エネルギー利用を更に進
めるとともに、プラスチック製容器包装のリサイクルの推進、ごみ収集運搬車への Ｂ
ＤＦの導入などの車両対策の推進を行う。 
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また、低炭素社会づくり行動計画での「地域環境の整備及び改善」に関する部分は、次

のとおりです。 

 

 

 
 
（３）国際的な動向と我が国の状況 

世界は、世界全体での温室効果ガス排出量を 2050 年までに現状比で半減するという長期

目標を共有しつつあり、我が国においても 2050 年までに現状から 60～80％の削減を目標

としています。 
このような中、世界各国では再生可能エネルギーの積極的な導入に向けた動きが進められ

ています。世界平均で太陽光発電の導入量が年率 60％、太陽熱利用量が年率 15％以上の伸

び率で拡大しています。 
一方、我が国における再生可能エネルギー導入量は 1990 年以降増加していません。欧米諸

＜農林水産業の役割を活かした低炭素化＞
目指すべき姿 
農山漁村地域が、バイオマス資源供給源や炭素吸収源としての役割を担う。 
具体的な取組 
・201 バイオマスタウンを 2010 年度までに 300 地区へ拡大。 
・学校給食等を地域が一体となって供給する「地産地消モデルタウン」等の取組を推進
する。 

＜ゼロエミッション電源＞ 
目指すべき姿 
２０２０年を目途に「ゼロ・エミッション電源」の割合を５０％以上とする。 
具体的な取組 
・2018 年度までの電気事業者による新エネルギー等の利用に関する特別措置法（ＲＰ
Ｓ法の次期目標の検討を 2010 年度中までに開始 
・風力発電、水力発電、地熱発電、廃棄物発電等の一層の推進。 
・地方公共団体等による小水力の活用など地産地消型の新エネルギーの利用等の取  
組を「新エネ百選」として２～３年で選定するなど、各地のベストプラクティスを共有
する。 
・卸電力取引所におけるＣＯ２フリー電気等の実験的取引を遅くとも 2009 年４月まで
に開始する。 

＜太陽光発電＞
目指すべき姿 
太陽光発電世界一の座を再び獲得することを目指し、太陽光発電の導入量を 2020 年に
10 倍、2030 年に 40 倍。 
３～５年後に太陽光発電システムの価格を現在の半額程度に低減２０２０年を目途に
「ゼロ・エミッション電源」の割合を５０％以上とする。 
具体的な取組 
・2018 住宅、産業、公共等の部門への太陽光発電の設置、革新的太陽光発電の技術開
発、メガソーラー建設計画などに対する思い切った支援策を講じる。 
・再生可能エネルギーの導入と系統安定化に要するコストの負担の考え方につき７月よ
り検討を開始し、2009 年春を目途に結論を得る。 
・ドイツを含めた諸外国の再生可能エネルギーについての政策を参考にしながら大胆な
導入支援策や、新たな料金システム等を検討。 
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国が野心的な導入目標を次々と掲げている中で、我が国の将来目標は低いレベルに留まって

います。このような中で、再生可能エネルギーの普及を進める動きもみられ、例えば太陽光

発電は 2020 年に現状の 10 倍、2030 年には約 40 倍とする目標が掲げられています（「低炭

素社会・日本」をめざして（福田康夫内閣総理大臣、2008 年 6 月））。 

 

図 4.1-1（平成 20 年版環境・循環型社会白書） 

 

 

 
（４）地方公共団体が再生可能エネルギーの利用促進に取り組む意義 

再生可能エネルギーは地域に帰属するエネルギー源であり、その利用を促進するには地

域の特性に応じた適切な取組が必要となります。この点で地域の事情をよく把握する地方公

共団体の役割が大きいといえます。 

再生可能エネルギー賦存量・利用可能量は地域によって大きく異なることから、とりわ

け地域の実情に詳しい基礎的自治体（市町村）による積極的な取組みが期待されます。 

また、基礎的自体のうち、今回計画策定が義務付けられた政令指定都市、中核市、特例

市の日本の総人口に占める割合は４割（5,300 万人）を超えており、太陽光発電等の再生可
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能エネルギーの重要創出に大きな影響を与えることが予想されます。再生可能エネルギーは

高価格であることが利用促進のネックとなっていますが、地方公共団体による一斉の需要創

出により、量産効果による価格低下を誘発し、普及を加速させる可能性があります。 

都道府県は、政令指定都市等の取組の後押しのほか、都市部と農村・森林地域（特に計画

策定が義務付けられていない地方公共団体）との連携など、広域的な観点の取組みが期待さ

れます。都道府県の枠を超えた、基礎的自治体間（都市部と農村・森林地域）の連携も期待

されます。このような視点は循環型社会形成推進基本計画においても「地域循環圏の構築」

として位置づけられています。また、太陽光発電等の一斉の需要創出の観点からは、多くの

都道府県が連携して実施することで、国の施策と同様の効果を発揮することも可能です。 

また、再生可能エネルギーの利用拡大とともに、その関連産業は、環境面のみならず、エ

ネルギー安全保障などの諸課題の解決に資する産業であり、国際的にも今後高い成長が期待

されることから、地域においても産業振興・雇用創出の面から育成していくことが期待され

ています。 
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4.1.2 「再生可能エネルギーの利用促進」に関する事項に係る施策として講ずることが

望ましいもの 

 

＜計画に記載すべき事項＞ 

 
 

＜参考情報＞ 

（１）目指すべき地域の将来像の検討 

3.1 で求めた削減ポテンシャルを踏まえ、再生可能エネルギーの利用促進に関し、地域の

野心的かつ実行可能な導入目標を定めることが推奨されます。 

立案する施策による再生可能エネルギー導入効果についても、適切なモニタリング手法や

進捗状況検証手法を検討し、提示することが望まれます。例えば、住宅用太陽光発電・太陽

熱温水器の導入世帯数や発電容量、風力発電の導入基数や発電容量、バイオマス熱利用の導

入事業所数と利用熱量、バイオマス燃料製造量や需要家数など、あるいは計画エリア内人口、

対象建築物数などの進捗管理のための指標などを設定し、地域の将来像を具体的に想定する

ことが望まれます。 

その際留意すべき点は、導入促進の対象とする再生可能エネルギーの選択、あるいはその

利用形態の選択をする上で、地域経済の活性化等の温室効果ガスの排出削減以外の目的の施

策との連携が望まれます。例えば、森林系バイオマスが豊富に存在する地域では、現在ほと

んど利用されていなくとも、将来の林業振興を図ることなどを同時に検討するなどが望まれ

ます。 
また、4.3 で検討する地域の土地利用との一体となった将来像の検討が推奨されます。都

市の再集約化等を図るに当たり、風況がよく風力発電の適地とされるよう地域については、

居住地区としての優先順位を落としたり、河川沿いの地下冷熱が豊富な地域については、都

市の再開発時に地下冷熱の利用促す施策などを検討することが望まれます。 
 このように、地域の自然・社会条件の特性が反映されたものである再生可能エネルギー賦

存量・利用可能量は、都市開発などの他の施策の目的との調和を図りつつ、政策決定の基礎

資料として活用することが望まれます。 
 

（２）対策・施策の立案に当たっての視点 

① 需要の検討の重要性 

再生可能エネルギーは、大別して太陽光発電、風力発電、バイオマス発電などの発電分

新実行計画（区域施策）には、4.1.1 の背景・意義を踏まえ、「再生可能エネルギーの利用促

進」に関する事項に係る施策を記述します。 

また、住民等の合意形成等を図るため、温室効果ガスの排出量が大幅に削減された地域の

将来像を描くことが望まれます。 
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野、バイオマス熱利用、温度差エネルギー、雪氷冷熱などの熱利用、及びバイオマス・廃棄

物からの燃料製造などの熱利用分野があります。 
発電分野については、大規模風力発電や住宅用太陽光発電などは、基本的に送電線がつ

ながっているため、必ずしも需要者を考慮することなく発電適地に導入することが可能です

（系統対策が必要な場合もあります。）。 
一方、熱利用分野については、熱の長距離輸送が困難なため、再生可能エネルギー発生

地近傍に熱需要が存在する必要があります。このため、新実行計画の立案に際しては、熱需

要の検討、熱供給方法の検討が重要となり、特に地方公共団体にあっては都市計画やまちづ

くりとの連携により計画的な導入を図ることが求められます。そのためには、熱需要対策と

して新規熱需要を想定すること、地域の既存熱需要を精査することが望まれます。 
燃料製造については、熱利用ほど需要先が近接している必要はありませんが、これまで

の例では燃料や原料の輸送コストが導入の妨げとなることが分っています。したがって、燃

料製造の計画をする場合も、できるだけ製造地近傍における需要先の検討が重要です。望ま

しい供給量を想定するとともに、供給量に対応する需要想定と需要先の検討が望まれます。 
 
② 面的対策、都市計画などとの連携の重要性 

対策は単体対策と面的対策に分けることができます。単体対策は、京都議定書目標達成計

画に「これまでの個別のエネルギー関連機器や事業所ごとの対策を引き続き推進」とあるよ

うに、需要家ごとの個別対策になります。 
一方、面的対策は同「我が国のエネルギー需給構造そのものを省 CO2 型に変えていくた

め、面的な広がりを持った視点からエネルギー需給構造をとらえ直すこととする。すなわち、

都市や地域の構造、公共交通インフラを含め、我が国の経済社会構造を変革し、低炭素型の

都市や交通システムをデザインすること等を通じて、省ＣＯ２効果の最大を図る。」とされ

ています。再生可能エネルギーの利用促進分野では、街区・地区全体での導入の取組みとい

った対策が推奨されます（4.3 参照）。 
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③ 技術レベルに応じた施策 

 再生エネルギー技術については、技術の成熟度に対応した支援政策の組み合わせが必要で

す。 
 

図 4.1-2 技術の成熟度に対応した支援策の組み合わせ

時間

プロトタイプ・実証期技術
(例：第二世代バイオ燃料)

コスト差が
大きい技術
(例：太陽光)

コスト差が小さい
技術（例：風力）

成熟技術
（例：水力）

継続的な研究開発実証・市場的
魅力の創出

投資コスト支援（投資税控除、
補助、低金利融資等）

技術間で衡平な競争
再生可能クレジット
取引、炭素排出取引

市場プルの促進
自主的な導入

安定・低リスクのため
の支援

価格的政策：FIT、FIP
量的政策：補助金

市場リスクの導入開始・最低
限利益を保証（徐々に縮小）
価格的政策：FIP
量的政策：技術特性を考慮し
た再生可能クレジット取引

時間

プロトタイプ・実証期技術
(例：第二世代バイオ燃料)

コスト差が
大きい技術
(例：太陽光)

コスト差が小さい
技術（例：風力）

成熟技術
（例：水力）

継続的な研究開発実証・市場的
魅力の創出

投資コスト支援（投資税控除、
補助、低金利融資等）

技術間で衡平な競争
再生可能クレジット
取引、炭素排出取引

市場プルの促進
自主的な導入

安定・低リスクのため
の支援

価格的政策：FIT、FIP
量的政策：補助金

市場リスクの導入開始・最低
限利益を保証（徐々に縮小）
価格的政策：FIP
量的政策：技術特性を考慮し
た再生可能クレジット取引

開発 特定市場 大量市場
時間

市
場
展
開

 
出典）IEA  “Depioying Renewable,” 2008 

 
 

④ 経済的障壁の克服 

太陽光発電をはじめ、再生可能エネルギーの普及の障害の大きなものの一つは、その経済

性です。通常の電気料金やガス料金等に比べて割高となっており、普及のためには、その価

格差を解消していく必要があります。一方で、再生可能エネルギー機器は、量産効果により

価格が低下していくと考えられています。 
そのため、経済的障壁を除去し、再生可能エネルギーの普及を図るには、補助金などの価

格差を解消するための施策を講じつつ、他の施策と併せ再生エネルギー機器の需要を創出し、

価格低下を図って本格普及につなげる、というプロセスが必要です。 
経済的障壁の克服に対する施策は、制度化、税・税制優遇、低利融資、補助金・交付金、

証書化・カーボンオフセット、基金などの施策が考えられます。 
このうち、地方公共団体ではこれまで主に補助金、税制優遇、低利融資などを主な導入施

策として進めてきました。 
新たに一部の地方公共団体の試みとしてみられる、証書化、カーボンオフセット、基金な
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どの経済的手法を活用することが望まれます。これらは再生可能エネルギーの導入コストを

地域住民・事業者が負担することにより、普及促進を図ろうとするものです。補助金と異な

る点は、地域住民・事業者が広くかかわることにより、個人や事業者が単独でできる以上の、

まとまった資金調達が可能となり、効果的に資金を運用することにより、広範に再生可能エ

ネルギーを導入することが可能となる点にあります。 
  

○グリーン証書 

再生可能エネルギーの利用を促進させるため、エネルギーの需要家、消費者等が直接的に

再生可能エネルギーの普及拡大に貢献するグリーンエネルギー証書化の仕組みづくりが望

まれます。 
グリーンエネルギー証書化により、再生可能エネルギー設置者（導入事業主体）が、再生

可能エネルギーの環境価値相当額を販売することで、費用負担の軽減が可能となり、設置者

に導入インセンティブを与えます。 
地方公共団体は、証書の流通を促す仕組みを作るなど、住民・事業者と再生可能エネルギ

ー導入者の間をつなぐ役割が期待されます2。 
 

○基金 

 再生可能エネルギーの利用促進のための資金調達手段として、住民参加型市場公募債、グ

リーン電力証書活用企業による事業協賛などの手法を用いた基金の構築が考えられます。 
基金の使途として再生可能エネルギーの導入が考えられます。 

 ここで紹介しているケースは、風力発電など事業をある程度特定して発行する公募債を地

域住民から集めるとともに、風力発電の発電電力をグリーン電力として買取る企業を募集し、

協賛金を募るなど、いくつかの資金調達手法を駆使して基金を集める方法です。 
出資者当たりは少額な資金でも、まとめれば大規模な再生可能エネルギーの導入も可能に

なります。地方公共団体は、このような仕組みづくりを企画・調整するのに適任です。 
 

○カーボンオフセット 

カーボンオフセットとは、「市民、企業、NPO/NGO、自治体、政府等の社会の構成員が、

自らの温室効果ガスの排出量を認識し、主体的にこれを削減する努力を行うとともに、削減

が困難な部分の排出量について、他の場所で実現した温室効果ガスの排出削減・吸収量等

（「クレジット」）を購入すること又は他の場所で排出削減・吸収を実現するプロジェクトや

活動を実施すること等により、その排出量の全部又は一部を埋め合わせる」3との仕組みで

す。市民、企業等の社会の構成員が主体的に排出削減を進めていく取組を促す手法の一つで

                                                  
2 東京都などでは、グリーン熱証書による資金調達・運用による再生可能エネルギーの利用拡大が検討さ

れています。 
3 「我が国におけるカーボン・オフセットのあり方について（指針）」2008 年 2 月 7 日、環境省 



 98 

あり、再生可能エネルギー普及促進の有効な手法となり得ると期待されます。 
環境省が創設したオフセット・クレジット（Ｊ-ＶＥＲ）制度でも、オフセットクレジッ

トは再生可能エネルギーによるものが中心となっています。 
 

○エコ・アクションポイント 

経済的インセンティブを付与することにより消費者による温暖化対策型の商品・サービス

の購入や省エネ行動を誘導する仕組みとしてエコ・アクションポイントを活用します。エ

コ・アクションポイントとは、「消費者による温暖化対策型の商品・サービスの購入や省エ

ネ行動を経済的インセンティブを付与することにより誘導する仕組み」4です。このエコ・

アクションポイントを再生可能エネルギーの資金調達手段として活用することが望まれま

す。 
京都府では「京都エコポイントモデル事業」として地域型エコアクションポイント事業を

実施しています。家庭の太陽光発電や太陽熱の利用による削減量をエコポイントとして付与

し、府内の企業に削減クレジットとして販売し、企業の事業活動やイベント等に伴う CO2
排出量のカーボンオフセットを行います。 
 

○発電量に対する補助等（固定価格買取制度等） 

 固定価格買取制度は再生可能エネルギーによる発電電力を電力会社に一定の価格で買取

ることを義務付けた制度で、ドイツなど各国で導入されています。再生可能エネルギーの技

術成熟度合いに応じた適切な買取価格が設定された場合には、一定期間での投資回収が可能

となり、再生可能エネルギーの普及を加速させることができます。特に太陽光発電のような

導入コストの高い技術に対して導入促進効果が大きいとの分析がなされています。5 
これに似た事業を地方公共団体が実施している例があります。例えば、太陽光発電設備の

普及促進を目的として、余剰電力の売電分に設置後 3 年間に限り助成金を交付する事業が

あります。今後の国の施策の動向等も踏まえ、地方公共団体は類似事業の検討をすることが

望まれます。 
 

○法定外目的税 

森林環境税や産業廃棄物税など環境保全を図るための法定外目的税の導入が各地方公共

団体で進んでいますが、再生可能エネルギーの利用促進に関しても、例えば、電力やガスの

利用量に応じて課税する、森林環境税のように住民税の上乗せをするなどの法定外目的税を

徴収し、それを財源に域内の再生可能エネルギーの設備や発電に対して支援をする制度の検

                                                  
4 「エコ・アクションポイントの概要」環境省 
5 「低炭素社会構築に向けた再生可能エネルギー普及方策について（提言）」2009 年 2 月、低炭素社会構

築に向けた再生可能エネルギー普及方策検討会 
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討も望まれます。（例：独・アーヘン市、事例集○） 
 

また、従来から行われている税制優遇、補助金・交付金、地方債・過疎債、低利融資・利

子補給、債務保証などの施策については、効果が期待できるものについて可能な限り推進す

ることが望まれます。 
 このうち、上記の施策が全て行われている中小規模の太陽光発電・太陽熱利用を例にとる

と、家庭部門ではこれまでの一戸建住宅から共同住宅やその共用部まで助成対象範囲を広げ

たり、業務・産業部門では立地企業や公益施設を助成対象とするなど、従来型の手法を計画

する場合でも、助成対象を特色のある施策の立案が望まれます。 
 なお、再生可能エネルギーへの支援等については、一般財源化された道路特定財源の活用

を検討することも望まれます。 
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表 4.1-2 特色のある経済的手法の例＜太陽光発電・太陽熱利用＞ 

対象
部門

施策種別 施策の目標、特徴 対象者など

補助金 集合住宅共用部も対象
補助金 賃貸共同住宅
補助金 域内の事業所からの購入、域内分譲住宅に限定
補助金 温暖化対策協議会会員が販売するシステム（協議会に対し負担金を支給）
補助金 指定金融機関の融資を受けた者
補助金 定住促進 特定住宅団地内（定住促進）
低利融資・利子補給 一定収入以下の者
補助金 沿岸漁業従事者（沿岸漁業改善資金（生活合理化設備））
補助金 余剰電力量への助成売電電力量に対する交付金
補助金 市の金券で支給
信用保証料助成 信用保証料を助成

補助金
上乗せ融資：　誘致企業が国の補助事業を活用して設置する太陽光発電設備
（企業立地促進補助金）

補助金 特定工業団地に立地する企業
補助金 企業立地促進事業奨励金
低利融資・利子補給 工場の集団化、共同化を実施する事業協同組合等
補助金 協同組合への補助金
補助金 市町村長が推薦する団体等への補助（県企業局クリーンエネルギー導入支援
低利融資・利子補給 農業近代化資金（利子補給）
低利融資・利子補給 認定農業者が購入する農業用施設への利子補給、直接貸付
補助金 事業者で組織する組合等の団体が公共的な施設に設置する場合
補助金 市内事業所の屋根等に設置しようとする事業者

補助金
区から施設設備費、運営経費等の補助を受けている者（町会・自治会、福祉施
設、幼稚園・保育所（公益施設用設置費補助）

補助金 保育所・幼稚園
補助金 公共的な施設にその施設を管理運営する団体が設置する場合

低利融資・利子補給
特定対象者（効果が
見込める者）

CO2排出量10％以上削減可能な施設への融資

リース 事業協同組合へのリース
リース 割賦販売事業所・リース業者への設備貸与
補助金 普及啓蒙策を兼ねる市町、法人で設置後一定期間普及啓発活動を行う者（小規模新エネ普及支援
税制優遇 税優遇 固定資産税の免除
補助金 市町村への補助：　調査費、導入費の補助（エコスクールパイロット・モデル事
補助金 市町村への補助金（市町村が自主財源とあわせて公衆浴場経営者に補助する
補助金 発電所所在市町村への助成金（県企業庁クリーンエネルギー導入助成金）
信用保証料助成 その他 信用保証料の補助

貸与・リース

市町村支援

家
庭
部
門

業
務
・
産
業
用

対象住宅の拡大

域内事業所対策

特定対象者

その他

産業振興目的

団体の助成

特定対象者（農業）

特定対象者（公益・公
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⑤ 再生可能エネルギーに対する直接的需要創出 

補助金等の活用により、割高な再生可能エネルギーの価格競争力を向上させ需要を創出す

るとともに、公共部門の率先導入や制度の活用による直接的な需要創出施策の導入が望まれ

ます。 
 
○公共部門での率先導入 
 公共部門では、庁舎などの事務系施設や下水処理場、清掃工場、福祉施設などの事業系

コラム ～ 太陽光発電への大量普及に向けた国と地方公共団体の施策のコラボ

レーション ～ 

 

低炭素社会構築に向けた再生可能エネルギー普及方策検討会（環境省）資料等をもとに作

成。 
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施設に太陽光発電、太陽熱利用、廃棄物発電などの再生可能エネルギーの率先導入を促進す

ることが推奨されます。 
また、地方公共団体が電気を入札により購入する際、その電気のうち一定以上を再生可能

エネルギーの電気とすることを要件とするなど、電気をグリーン購入の対象とすることも望

まれます。 
なお、大規模に再生可能エネルギーを導入する場合、電力の系統面の強化が必要な場合も

想定されますが、電力会社等の関係者と調整しつつ、公共部門による投資の検討も考えられ

ます。 
 
○導入義務化 

 既に価格競争力があり、比較的短期間で投資回収ができる太陽熱温水器等の機器について

は、新築住宅・建築物に対し、その導入の義務化の検討も望まれます（例：スペイン・バル

セロナ）。 
 また、再生可能エネルギー電力についても、需要側に対し、過度な負担にならない範囲で

再生可能エネルギー電力の一定比率の使用（グリーン電力証書の使用も含む。）等を義務付

けることも考えられます。 
 
○協定、制度化 

再生可能エネルギーの導入をより確実なものとし、実効性が担保されるような仕組みづく

りが推奨されます。そのために、地域住民・事業者との協定、低炭素モデル地区の設定と協

定、住宅・建築物に関する計画書制度、環境配慮制度などの協定づくりや制度化を推奨しま

す。 
 

○普及啓発 

従来から実施している再生可能エネルギーの普及啓発策は、再生可能エネルギーの衆知に

効果が高い施策であることから、今後も継続的に実施して行くことを推奨します。 
 
⑥ 温室効果ガスの排出抑制等以外の目的との連携 

まず、再生可能エネルギーの利用促進は、地域資源の活用であり、バイオマスの利活用を

はじめ、地域経済の活性化につながると考えられます。また、人口等に比して再生可能エネ

ルギーの利用可能量が大きい地域は、域外への再生可能エネルギー電力等の販売を通じて、

域外からの所得の獲得の可能性があり、将来像の検討の際にはその可能性について探ること

が望まれます。 
また、分散型エネルギーである再生可能エネルギーは、防災時の独立エネルギー源として

の役割を担えることから、防災対策としても、学校等の防災拠点での機器設置が望まれます。 
 




